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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期

決算年月 平成23年12月 平成24年12月 平成25年12月 平成26年12月 平成27年12月

売上高 （千円） － － 5,179,104 3,818,587 3,913,124

経常利益又は経常損失（△） （千円） － － △404,044 316,012 △471,318

当期純利益又は当期純損失（△） （千円） － － △657,116 154,641 △1,658,257

包括利益 （千円） － － △667,263 140,094 △1,612,879

純資産額 （千円） － － 1,974,389 2,233,406 967,880

総資産額 （千円） － － 3,526,415 4,216,843 2,963,363

１株当たり純資産額 （円） － － 131.96 156.19 64.08

１株当たり当期純利益金額又は

１株当たり当期純損失金額（△）
（円） － － △48.34 11.02 △114.30

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額
（円） － － － 10.87 －

自己資本比率 （％） － － 51.96 52.60 31.57

自己資本利益率 （％） － － △35.90 7.59 △105.18

株価収益率 （倍） － － － 73.41 －

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） － － △749,129 926,545 △65,896

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） － － △1,020,310 △474,506 △418,862

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） － － 924,414 721,700 112,102

現金及び現金同等物の期末残高 （千円） － － 768,021 1,956,415 1,578,656

従業員数
（人）

－ － 161 134 163

(外、平均臨時雇用者数) (－) (－) (11) (16) (12)

（注）１．第10期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３. 平成25年６月１日を効力発生日として普通株式１株を２株に分割いたしました。当該株式分割が第10期の期

首に行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額

を算定しております。

４. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第10期及び第12期は、潜在株式は存在するものの当

期純損失を計上しているため記載しておりません。

５. 自己資本利益率については、第10期は、連結会計初年度のため期末自己資本に基づいて計算しております。

６. 株価収益率については、第10期及び第12期は、当期純損失を計上しているため記載しておりません。

 

EDINET提出書類

株式会社モブキャスト(E26596)

有価証券報告書

 2/96



(2）提出会社の経営指標等

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期

決算年月 平成23年12月 平成24年12月 平成25年12月 平成26年12月 平成27年12月

売上高 （千円） 2,022,313 4,932,004 4,679,353 3,719,363 3,903,694

経常利益又は経常損失（△） （千円） 510,213 1,117,455 △333,230 373,155 △320,168

当期純利益又は当期純損失（△） （千円） 484,234 648,114 △567,094 285,600 △1,889,723

資本金 （千円） 179,995 377,372 695,643 818,483 983,300

発行済株式総数 （株） 10,882 6,474,000 13,886,808 14,200,808 14,596,808

純資産額 （千円） 716,121 1,761,235 2,074,559 2,479,082 967,433

総資産額 （千円） 1,329,052 2,824,343 3,591,244 4,444,256 2,936,368

１株当たり純資産額 （円） 65.81 135.02 139.18 173.49 64.05

１株当たり配当額
（円）

－ － － － －

（うち１株当たり中間配当額） (－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益金額又は　

１株当たり当期純損失金額（△）
（円） 45.11 52.97 △41.71 20.35 △130.25

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
（円） － 51.67 － 20.07 －

自己資本比率 （％） 53.88 61.90 53.81 55.43 31.84

自己資本利益率 （％） 107.85 52.60 △30.81 12.99 △111.21

株価収益率 （倍） － 20.48 － 39.75 －

配当性向 （％） － － － － －

従業員数
（人）

35 77 115 117 125

(外、平均臨時雇用者数) (2) (5) (11) (15) (12)

（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．平成24年３月８日を効力発生日として普通株式１株につき500株、平成25年６月１日を効力発生日として普

通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。当該株式分割が第８期の期首に行われたと仮定

し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額を算定しております。

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第８期は、潜在株式は存在するものの当社株式は非

上場であるため、期中平均株価を把握できませんので記載しておりません。第10期及び第12期は、潜在株式

は存在するものの当期純損失を計上しているため記載しておりません。

４．株価収益率については、第８期は、当社株式は非上場であるため記載しておりません。第10期及び第12期は

当期純損失を計上しているため記載しておりません。
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２【沿革】

年月 事項

平成16年３月 モバイルコンテンツの企画開発を目的として、東京都港区に株式会社モバイル・ブロードキャス

ティング（資本金50,000千円）を設立

平成16年６月 本社を東京都目黒区に移転

平成16年12月 商号を株式会社モブキャストに変更

ＫＤＤＩ株式会社のＥＺアプリ専用ゲームサイト「１００円天国」（旧「ゲムッパ」）オープン

平成17年５月 パソコン向け動画コンテンツの提供を開始

平成17年６月

 

平成17年７月

 

平成17年８月

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモのｉアプリ専用ゲームサイト「携帯専用－ｍｏｂＧａｍｅ－」

（旧「ゲムッパ」）オープン

ボーダフォン株式会社（現　ソフトバンクモバイル株式会社）のＶアプリ（現　「Ｓ！アプリ」）

専用ゲームサイト「携帯専用　モブゲーム」（旧「ゲムッパ」）オープン

公式ゲームコンテンツを米国通信キャリア向けに提供開始

平成17年10月 ネットビレッジ株式会社（現　株式会社ｆｏｎｆｕｎ）と提携し、公式ゲームコンテンツを中国通

信キャリア向けに提供開始

平成18年７月 アプリ連動型ＲＰＧゲーム「エレオンナイト」の提供を開始

平成19年６月 日本テレビ放送網株式会社、株式会社フォアキャスト・コミュニケーションズと共同で「日テレ×

ＧＡＭＥ」をオープン

平成21年２月 携帯ゲーム「サルさる３」を任天堂ＤＳに移植し発売

平成21年12月 ゲームコンテンツの企画開発に専業

平成22年２月 モバイルエンターテインメントプラットフォーム「ｍｏｂｃａｓｔ（旧「ゲムッパ」）」サービス

の提供を開始

「ｍｏｂｃａｓｔ」においてソーシャルゲーム「Ｗｅｂサッカー」の提供を開始

平成22年12月 「ｍｏｂｃａｓｔ」においてソーシャルゲーム「モバプロ」の提供を開始

本社を東京都品川区に移転

平成23年４月 「ｍｏｂｃａｓｔ」のスマートフォン版（ｉＰｈｏｎｅ版、Ａｎｄｒｏｉｄ版）対応を開始

平成23年10月 「ｍｏｂｃａｓｔ」においてソーシャルゲーム「モバダビ」の提供を開始

平成24年６月 東京証券取引所マザーズに株式を上場

平成24年７月 「ｍоｂｃａｓｔ」においてソーシャルゲーム「モバサカ」の提供を開始

平成24年11月 株式会社コナミデジタルエンタテインメント製ゲーム「Ｊリーグドリームレジェンズ」の配信を開

始（プラットフォームオープン化）

平成25年２月 株式会社モブキャストグローバル及びmobcast Korea inc.を株式交換により子会社化

本社を東京都港区に移転

平成25年３月 株式会社電通を割当先とする第三者割当増資を実施

子会社mobcast Korea inc.にて韓国でプラットフォームサービス及び「モバサカ」配信開始

平成25年８月 Ｂｏｏｓｔｅｒ Ｍｅｄｉａ社（オランダ）と業務提携し、「モバサカ」の欧州・南米での配信を

決定

平成25年10月 ネイティブアプリ「ドラゴン★スピン」Ａｎｄｒｏｉｄ版配信開始

ネイティブアプリ「激闘！ぼくらのプロ野球！」Ａｎｄｒｏｉｄ版配信開始

平成25年11月

 

 

 

平成26年４月

ネイティブアプリ「激闘！ぼくらのプロ野球！」ｉＯＳ版配信開始

「ｍоｂｃａｓｔ」において共同開発ソーシャルゲーム「チェインイレブンワールドクランサッ

カー」の提供を開始

「ｍоｂｃａｓｔ」において「ｍｏｂｃａｓｔグローバルカップ日韓戦」を開催

株式会社モブキャストグローバルを吸収合併

平成26年５月 「ｍоｂｃａｓｔ」において株式会社コーエーテクモゲームスと共同開発である携帯合戦シミュ

レーションゲーム「モバノブ～信長の野望～」の提供を開始

平成26年12月 ネイティブアプリ「ドラゴンスピンＺ」Ａｎｄｒｏｉｄ版及びｉＯＳ版配信開始

平成27年３月 ネイティブアプリ「18 キミト ツナガル パズル」Ａｎｄｒｏｉｄ版及びｉＯＳ版配信開始

平成27年７月 ネイティブアプリ「爆走！モンスターダッシュ」Ａｎｄｒｏｉｄ版及びｉＯＳ版配信開始

（注）「ゲムッパ」は、平成23年12月に「ｍｏｂｃａｓｔ」に名称変更しております。
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３【事業の内容】

当社グループは、当社及び当社の連結子会社１社の合計２社で構成されており、「エンターテインメントコンテンツ

を通して、世界中の人々の毎日をちょっぴり楽しくする」という経営理念のもと、モバイルインターネット上で、モバイ

ルゲームプラットフォーム「ｍｏｂｃａｓｔ」の展開と、ネイティブアプリゲームの開発及び配信を行っております。

 

(1) サービスについて

・モバイルゲームプラットフォーム「ｍｏｂｃａｓｔ」について

　「ｍｏｂｃａｓｔ」は、モバイルコンテンツを配信するためのプラットフォームであります。「ｍｏｂｃａｓｔ」

は、ユーザーが会員となることにより様々なゲームを楽しめるだけでなく、会員同士のコミュニケーションや情報交

換を楽しむことが出来るSNS機能を備えており、新たなコミュニティの形成やユーザー間での相互理解を深めること

ができます。

 

・ブラウザゲームについて

　「ｍｏｂｃａｓｔ」で提供しているゲームの企画、開発及び運営を行っております。

　自社ゲームとして、プロ野球ゲーム「モバプロ」、サッカーゲーム「モバサカ」及び競馬ゲーム「モバダビ」、株

式会社コーエーテクモゲームスとの共同開発である携帯合戦シミュレーションゲーム「モバノブ～信長の野望～」等

を提供しております。

　平成24年11月より、外部ディベロッパー製のコンテンツを当社プラットフォームに置くことができる「オープン

化」を実施しております。

 

・ネイティブアプリゲームについて

　ネイティブアプリゲームとして「18 キミト ツナガル パズル」および「爆走！モンスターダッシュ」等をＡｐｐ

ｌｅ社及びＧｏｏｇｌｅ社のアプリストアにて配信しております。

 

(2) 特徴と強み

当社グループの特徴と強みは、下記のとおりであります。

①プラットフォーマー

　当社グループは、自社で運営するプラットフォーム上でソーシャルサービスを展開しております。他社プラット

フォームで展開する場合に比べて、利益率が高くなる点や、詳細な分析数値をリアルタイムで把握できる点、自社で

広告宣伝等を自由に決定できる点などの利点があります。

②ゲーム開発力

当社グループの開発チームには、コンソールやモバイルでゲームを開発してきた人材が多数在籍しております。

自社開発のブラウザゲーム及びネイティブアプリゲームには、これらの経験やノウハウが活かされており、高いゲー

ム性を有しております。

 

(3) 収益構成について

　当社グループのモバイルゲーム事業の売上は、主に①有料課金収入、②プラットフォーム手数料、③海外事業による

収入、④広告メディア収入で構成されております。

① 有料課金収入

　当社グループが運営するサービスは、基本的に無料にて利用可能なサービスとなっておりますが、「ｍｏｂｃａｓ

ｔ」内での一部の商品、情報等の取得やサービスの利用に関する高い利便性、ゲーム内各種アイテムの利用を望む会

員の要望に応えるために、一部機能を有料サービスとして提供しております。また、Ａｐｐｌｅ社及びＧｏｏｇｌｅ

社のアプリストアにて、ネイティブゲームアプリを配信しており、ゲーム内の一部機能を有料サービスとして提供し

ております。

② プラットフォーム手数料

　当社グループは、「ｍｏｂｃａｓｔ」を外部に公開し、外部ディベロッパー製コンテンツを当社のプラットフォー

ムで配信するオープン化を平成24年11月より開始いたしました。これに伴い、外部ディベロッパーよりプラット

フォームの利用料としてプラットフォーム手数料をいただいております。

③ 海外事業による収入

　当社グループは、自社開発ネイティブアプリゲームのライセンスアウト及び海外パートナー企業とのゲームの共同

開発、並びにライセンスイン等、海外展開を進めており、現在は、共同開発による契約金、監修料等を受領しており

ます。
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④ 広告メディア収入

　当社グループは、「ｍｏｂｃａｓｔ」を広告媒体として位置付け、主に広告代理店やメディアレップ、アドネット

ワーク等を介してインターネット広告の販売を行っております。現在は、広告主のウェブサイトへリンクを貼るバ

ナー広告や成功報酬型広告（アフィリエイト）、モバイルゲーム上で広告主との共同企画を展開するタイアップ広告

等の販売を行っております。

 

 

［事業系統図］
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４【関係会社の状況】

名称 住所 資本金 主要な事業内容
議決権の所有割合

又は被所有割合
関係内容

mobcast Korea inc.
大韓民国

京畿道城南市
950,000千ウォン

モバイルゲームの

開発
100.0% 役員の兼任4名

 

 

５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

平成27年12月31日現在
 

従業員数 前連結会計年度末比増減

163（12）名 29名増（4名減）

（注）１．従業員数は就業員数であり、アルバイト及び派遣社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しておりま

す。

２．従業員数増加の主な理由は、ゲーム運営人材、技術開発人材等の採用によるものであります。

３．当社の事業セグメントは、モバイルゲーム事業及びソーシャルマーケテイング事業がありますが、ソーシャ

ルマーケティング事業の重要性が乏しいと考えられるため、セグメント別の従業員数の記載は省略しており

ます。

 

 

(2）提出会社の状況

平成27年12月31日現在
 

従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与

125（12）名 8名増（3名減） 33.9歳 2.4年 5,828,659円

（注）１．従業員数は就業人員であり、アルバイト及び派遣社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しておりま

す。

２．平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。

３．当社の事業セグメントは、モバイルゲーム事業及びソーシャルマーケテイング事業がありますが、ソーシャ

ルマーケティング事業の重要性が乏しいと考えられるため、セグメント別の従業員数の記載は省略しており

ます。

 

(3）労働組合の状況

当社の労働組合は、結成されておりませんが、労使関係は安定しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

　モバイルインターネット市場は、スマートフォンの急激な普及期を超えインターネットが生活インフラとなり、

当社グループが属するモバイルゲーム市場も成熟期を迎えつつあります。また、平成27年の日本におけるゲーム市

場は約１兆4,760億円（約123億ドル）であり、平成26年から平成30年にかけて約1.2％拡大するものと見込まれて

おり、その市場規模のうち約半分をモバイルゲームが占めるとされております（平成27年 Ｎｅｗｚｏｏ社調

べ）。

　このような事業環境の下、当社グループは、前連結会計年度に引き続き、自社運営モバイルプラットフォーム

「ｍｏｂｃａｓｔ」の機能強化と、モバイルゲームの開発及び運営に取り組みました。

　ネイティブアプリゲームとしては、平成27年３月に配信を開始した「18 キミト ツナガル パズル」、及び同７

月に配信を開始した「爆走！モンスターダッシュ」の機能改修と運営強化に取り組むとともに、ユーザーにより一

層ゲームを楽しんでいただくためのリアルイベントを実施いたしました。さらに、「18 キミト ツナガルパズル」

につきましては、売上拡大に向けたプロモーション強化策として同10月から12月にかけてテレビCMを実施しており

ます。また、外部デベロッパー製コンテンツとしては、株式会社ニジボックス製「陰陽の道～大正幻想録～」等計

６本のタイトルを配信いたしました。

　また、海外展開として、上述の自社開発タイトル「18 キミト ツナガル パズル」のライセンスアウト契約をＰ

ＣＣＷ Ｍｅｄｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ社（中華人民共和国 香港特別行政区）と締結、また、国内アニメIPを用いた

ゲームの共同開発契約をｂｉｌｉｂｉｌｉ社（中華人民共和国 香港特別行政区）と締結する等、事業を進展させ

ました。以上の結果、当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度と比較し94,536千円増加の3,913,124千円（前

連結会計年度比2.5％増加）となりました。

　一方、「18 キミト ツナガル パズル」売上拡大に向けた広告宣伝費の増加、体制強化及び新規リリースタイト

ルの運営強化のための人員増強による人件費及び採用費の増加、料率の高いプラットフォームでの売上増加による

回収代行手数料の増加、海外企業との契約に係る諸費用の発生等により、営業損失は445,552千円（前連結会計年

度は営業利益318,000千円）となりました。

　なお、営業外収益として撤退事業関連収益7,429千円、投資事業組合運用益2,102千円、また、営業外費用として

支払利息10,506千円、為替差損18,883千円等を計上した結果、経常損失は471,318千円（前連結会計年度は経常利

益316,012千円）となりました。

　また、特別利益として、行使条件に該当しなくなった新株予約権の消却による新株予約権戻入益23,684千円を計

上する一方、特別損失として、開発途中の自社タイトルの開発中止に伴う固定資産除却損65,795千円、及び現在配

信中の自社タイトルに係わる開発費等の投資回収可能性の観点から減損損失200,838千円、並びに当社連結子会社

（ｍｏｂｃａｔ Ｋｏｒｅａ ｉｎｃ．）による韓国における事業の撤退に係る事業撤退損686,665千円等の計上に

より、当期純損失は1,658,257千円（前連結会計年度は当期純利益154,641千円）となりました。

　なお、当社グループの事業は、モバイルゲーム事業及びソーシャルマーケティング事業がありますが、ソーシャ

ルマーケティング事業の重要性が乏しいと考えられるため、セグメント別の業績の記載を省略しております。

 

(2）キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、1,578,656千円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は、65,896千円となりました。これは、主に、税金等調整前当期純損失、減価償却

費、減損損失、及び事業撤退損の計上によるものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、418,862千円となりました。これは、主に、無形固定資産の取得による支出に

よるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果獲得した資金は、112,102千円となりました。これは、主に、株式及び新株予約権の発行による

収入、借入金の返済及び社債の償還による支出であります。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産の状況

　当社グループは、生産を行っておりませんので、該当事項はありません。

 

(2）受注の状況

　当社グループは、受注生産を行っておりませんので、該当事項はありません。

 

(3）販売実績

　当連結会計年度の販売実績をサービス別に示すと、次のとおりであります。

サービス別

当連結会計年度
（自　平成27年１月１日
　至　平成27年12月31日）

販売高（千円）
前連結会計年度比

（％）

モバイルゲーム事業   

　ソーシャルゲームサービス 3,884,495 103.1

　ソーシャルメディアサービス 12,539 24.1

モバイルゲーム事業計 3,897,034 102.1

その他 16,089 －

合計 3,913,124 102.5

(注)１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当社は、モバイルゲーム事業及びソーシャルマーケティング事業がありますが、ソーシャルマーケティン

グ事業の重要性が乏しいと考えられるため、セグメント別の記載は省略しております。

３．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前連結会計年度
（自　平成26年１月１日
　至　平成26年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成27年１月１日
　至　平成27年12月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

テレコムクレジット株式会社 828,790 21.7 702,058 17.9

グーグル・ペイメント株式会社 178,320 4.7 476,716 12.2

Ａｐｐｌｅ　Ｉｎｃ. 99,428 2.6 394,934 10.1

株式会社ウェブマネー 428,512 11.2 387,195 9.9

株式会社ＮＴＴドコモ 567,053 14.8 367,043 9.4

ＫＤＤＩ株式会社 464,015 12.2 291,585 7.5
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３【対処すべき課題】

　当社グループは、今後の事業展開において、業容を拡大し、経営基盤を安定化させるために、以下の課題を認識し

ており、迅速に対処してまいります。

 

１．収益基盤の強化

　当社グループは、モバイルゲームプラットフォーム「ｍｏｂｃａｓｔ」上で、エンターテインメント性の高いモ

バイルコンテンツの提供を行い、会員数の拡大を図り、収益基盤を強化してまいりました。当社グループが開発及

び運営を行っているゲームは、会員がリアルな人間関係に縛られることなく、新たなコミュニティを形成して楽し

むことができるものとなっており、従来型のゲームに比べ、会員獲得コストを抑えることができ、会員も他者との

コミュニケーションを通してより深く楽しむことが可能となっています。しかし、一方で同様のサービスを提供す

る事業者も多く存在し、会員が他社のゲーム等に移動するというリスクが常にあり、この事業構造は当社グループ

の成長を不確実にする要因の一つとなります。当社では、今後の安定的な成長を実現するためには、ゲーム関連売

上を中心とした安定的な収益基盤の強化が必須であると考えております。そのためには、企画・開発力強化により

ゲームコンテンツを安定的に供給すること、効果的な広報・広告宣伝活動を展開しプラットフォーム及び提供する

ゲームコンテンツの知名度を向上させること、会員向けサービスの充実により会員基盤の強化を図ること、外部

ディベロッパー製のコンテンツを継続的に多数供給してもらえる体制を構築すること、海外展開、スマートフォン

を代表とするデバイスの変化や技術革新への対応を速やかに行っていく必要があると考えております。また、市場

が急拡大しているネイティブアプリゲームについても、クオリティの高いタイトルを継続的に提供していくことが

必要と考えております。

 

２．サイトの安全性及び健全性強化への対応

当社グループは、会員が安心して利用できるサービス環境を提供することが、信頼性の向上、ひいては事業の

発展に寄与するものと認識しております。当社グループは、会員に対してゲームコンテンツや掲示板等のコミュニ

ケーションの場を提供する立場から、会員が安心して利用できるようにサイトの安全性や健全性を継続的に強化し

ていくことが必要であると考えております。個人情報保護や知的財産保護等に関するサイトの安全性の強化に加

え、利用規約の徹底やサイトパトロール等の体制強化など、健全性維持の取り組みを継続的に実施してまいりま

す。

 

３．システムの強化

　当社グループの事業は、全てインターネット上で展開されていることから、サービス提供に係るシステム稼働の

安定性を確保することが経営上重要な課題であると認識しております。そのため、当社グループでは、会員数増加

や会員満足度の向上を目的とした新規サービス・機能の開発等に備え、設備への先行投資を継続的に行っていくこ

とが必要であると考えております。

 

４．組織体制の強化

当社グループは、今後の更なる成長を目指す上で、その時点時点において、優秀な人材の確保や人材の能力を

最大限に引き出す人事制度の構築、最適な組織設計が重要な経営課題であると認識しております。そのために、経

営理念に沿った人事ポリシーを構築し、最適な人員数のコントロールが可能なモニタリング制度の導入を実現し、

成長フェーズに合った評価制度、人材育成制度、報酬制度を導入してまいります。また、組織設計においては、当

社グループの事業及び戦略に応じて、常に最適な組織を模索し、役員及び従業員の自律性を高め、より階層の少な

い透明性の高い組織設計を行っていく方針であります。
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４【事業等のリスク】

　本書に記載した事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあり

ます。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項につきましても、投資家の投資判断上、重要であると

考えられる事項につきましては、投資家に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。当社グルー

プは、これらのリスク発生の可能性を十分に認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ではあ

りますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要

があると考えております。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末日現在において当社グループが判断

したものであり、将来において発生の可能性があるすべてのリスクを網羅するものではありません。

 

１.事業に関するリスク

① モバイルゲーム市場について

　モバイルインターネット市場は、スマートフォンの急激な普及期を超えインターネットが生活インフラとな

り、当社グループが属するモバイルゲーム市場も成熟期を迎えつつあります。また、平成27年の日本における

ゲーム市場は約１兆4,760億円（約123億ドル）であり、平成26年から平成30年にかけて約1.2％拡大するものと

見込まれており、その市場規模のうち約半分をモバイルゲームが占めるとされております。今後さらに、新たな

法的規制が行われた場合、データ通信料の定額制廃止など通信事業者の動向が急激に変化した場合、ユーザーの

嗜好が急速に変化した場合や知的財産権等について同業他社との係争が発生した場合等、環境が大きく変化した

場合には、当社グループの事業展開及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

② ネイティブアプリゲームの開発について

　当社グループをとりまく業界においては、ユーザーがゲームを楽しむプラットフォームが変化してきており、

ブラウザゲームからネイティブアプリゲームへの移行が顕著になってきております。また、ネイティブアプリ

ゲームにつきましては、１タイトル毎の終息期間が短くなってきていることから、当社グループはこのような変

化に柔軟に対応すべく、当社のゲーム開発の基準となる「Ｄ３」基準（※１）及び「ＭＳＧＤ」基準（※２）に

則り、ネイティブアプリゲームの開発に注力してまいります。

　しかしながら、このような対応にもかかわらず、システム投資や開発費の支出が拡大する可能性もあります。

このような場合には、当社グループの事業展開及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

（※１）Ｄ３とは、ゲームデザイン、ＳＶＳ（※３）デザイン、及びサウンドデザインを追求した当社独自の

ゲーム開発基準です。

（※２）ＭＳＧＤとは、新作ゲームを大人数並行開発する当社独自のゲーム開発基準をいい、「Ｍｏｂｃａｓｔ

 Ｓｔｙｌｅ Ｇａｍｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ」の略称です。

（※３）ＳＶＳとは、戦略性の高いゲームとプレイヤー同士が競い合いを楽しむことができる空間をいい、

「Ｓｏｃｉａｌ Ｖｉｃｔｏｒｙ Ｓｐａｃｅ」の略称です。

 

２．海外展開に関するリスクについて

当社グループは、自社開発ネイティブアプリゲームのライセンスアウト及び海外パートナー企業とのゲームの

共同開発、並びにライセンスイン等、積極的に海外展開を進めてまいります。

しかしながら、配信を行う国での市場や政情、法令規制等の外的要因が急激に変化した場合には、当社グルー

プの事業展開及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

３．財務リスク

① ソフトウエアに関連する減損損失等について

　当社グループが開発し配信するゲームタイトルおいては、ユーザーの嗜好性の変化などの理由により、当初の

想定通りに収益が上がらない可能性があります。当社グループにおいては、ユーザーに満足いただけるコンテン

ツの開発に努めておりますが、開発・配信したコンテンツがユーザーに受け入れられなかった場合には、開発し

たソフトウエアについて減損損失やソフトウエア除却損が発生し、当社グループの業績および財務状況に影響を

与える可能性があります。

② 為替変動について

　当社グループは、海外パートナー企業と共同でのゲーム開発、配信、及び海外パートナー企業を通じての当社

開発ゲームの配信等の取り組みを行なっており、積極的にアジア及び欧米などで配信をしていく予定でありま

す。
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　これら海外パートナー企業との取引、または海外事業が拡大した場合には、外貨建取引が増加し、為替相場の

変動により為替差損益が発生するため、当社グループの業績および財務状況に影響を与える可能性がありま

す。

 

４．サービスに関するリスク

① 「ｍｏｂｃａｓｔ」について

　「ｍｏｂｃａｓｔ」は、モバイルゲームプラットフォームであり、平成22年２月にサービス展開をスタートし

て以来、自社開発タイトルの「モバプロ」、「モバダビ」及び「モバサカ」等のブラウザゲームが幅広い層に支

持され、売上が拡大してまいりました。

　しかしながら、モバイルインターネットサービスについては、ユーザーニーズの移り変わりや技術革新が激し

く、ユーザーニーズに的確に対応したサービスの導入が、何らかの理由により困難となった場合には、ユーザー

への訴求力等が低下し、当社グループの事業展開及び経営成績に影響を及ぼす場合があります。

　また、当社グループは、「ｍｏｂｃａｓｔ」において、ユーザーニーズに対応した特徴のあるサービスを展開

してまいりますが、当社グループの属する市場は成熟期を迎えつつあるなかにおいて、他社との競合が激しく、

また、新規事業者の同市場への参入障壁も高くはないことから、さらに激しい競合が予想されます。これらの競

合他社に対し、当社グループが適時かつ適切な対応を取ることができなかった場合には、当社グループの事業展

開及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

② 有料課金サービスにおける特定事業者への依存について

当社グループのモバイルゲーム事業の収益モデルは、ユーザーが直接課金を行うため、その決済システムに

おいて特定の事業者に依存している部分があります。特に、デジタルコンテンツ販売等の有料課金サービスで

は、その決済に際して株式会社ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ株式会社、ＡＰＰＬＥ社及びＧｏｏｇｌｅ社等による回

収代行サービスを用いております。従って、これらの事業者との取引関係において取引解消を含む何らかの変動

があった場合、若しくは相手先の経営状況の悪化やシステム不良等のトラブルを含む何らかの事情により有料課

金サービスの決済に支障が生じた場合には、当社グループの事業展開及び経営成績に影響を及ぼす可能性があり

ます。

 

③ プラットフォーム提供会社への依存について

　当社グループの売上においてスマートフォン向けネイティブアプリゲームの比率が高まっていく予定であるこ

とから、プラットフォーム提供会社であるＡｐｐｌｅ社及びＧｏｏｇｌｅ社への収益依存も拡大しつつありま

す。従って、プラットフォーム提供会社の事業戦略の転換並びに動向に伴い、手数料率や為替変動によるアイテ

ム単価の変更等の要因により、当社グループの事業展開及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

④ 特定契約先との契約関係について

当社グループの提供するブラウザゲームの主軸タイトルである「モバプロ」においては、一般社団法人日本

野球機構との契約により選手や監督の写真及び名前を使用する権利許諾を受けております。現時点では同機構と

の契約継続に支障を来す事象は認識しておりませんが、同機構の方針変更等に伴い、契約内容の大幅な変更や契

約解消等が生じた場合には、当社グループの事業展開及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

また、同様に、「モバサカ」においては、ＦＩＦＰｒｏ ＣＯＭＭＥＲＣＩＡＬ ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥＳ Ｂ

Ｖ（国際プロサッカー選手会）との契約により選手の写真及び名前を使用する権利許諾を受けております。現時

点では同会との契約継続に支障を来す事象は認識しておりませんが、同会の方針変更等に伴い、契約内容の大幅

な変更や契約解消等が生じた場合には、当社グループの事業展開及び経営成績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

 

⑤ オープン化について

当社グループは、モバイルゲームプラットフォーム「ｍｏｂｃａｓｔ」をより多くのユーザーに楽しんでい

ただくため、ソーシャルゲームを中心にコンテンツラインナップの拡充・強化を進めております。その一環とし

て、外部ディベロッパー製コンテンツを「ｍｏｂｃａｓｔ」上で、ユーザーに遊んでいただけるようにする、

オープン化を行っております。これにより、コンテンツの多様性が増加し、ユーザーの増加やアクティビティの

増加を見込んでおります。

　しかしながら、今後、外部ディベロッパー製コンテンツが計画通りに集まらない場合には、当社グループの事
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業展開及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。また、外部ディベロッパーが配信するコンテンツにおい

て、トラブルや障害等が発生した場合には、プラットフォーム運営者である当社の信頼性や「ｍｏｂｃａｓｔ」

ブランドが毀損する可能性があります。

 

５．システムに関するリスク

　当社グループは、サービス及びそれを支えるシステム、並びにインターネット接続環境の安定した稼働が、事業

運営の前提であると認識しております。従って、常時データバックアップやセキュリティ強化を実施しているほ

か、サーバそのものをセキュリティが厳しく安定的なシステム運用が可能な外部事業者が運営するデータセンター

に設置する等の体制の構築に努めております。

　しかしながら、予期せぬ自然災害や事故、会員数及びトラフィックの急増やソフトウエアの不具合、ネットワー

ク経由の不正アクセスやコンピュータウィルスの感染など、様々な問題が発生した場合にはサービスの安定的な提

供が困難となり、当社グループの事業展開及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

６．不正行為等に関するリスク

　当社グループは、個人情報を含む一定の顧客情報及び機密情報等を保有及び管理しております。当社グループ

は、これらの情報資産の適切な管理に最大限の注意を払っており、情報管理の重要性を周知徹底するべく役職員等

に対する研修等を行い、情報管理の強化を図っております。

　また、情報セキュリティについては外部からの不正アクセス、コンピュータウィルスの侵入防止について、シス

テム的な対策を講じております。

　しかしながら、当社グループが取り扱う情報について、外部からの不正アクセス、システム運用における人的過

失、役職員等の故意等による顧客情報の漏洩、消失、改ざん又は不正利用等が生じる可能性があり、そのような事

態に適切に対応できず信用失墜又は損害賠償による損失が生じた場合には、当社グループの事業展開及び経営成績

に影響を及ぼす可能性があります。

 

７．リアル・マネー・トレード（RMT）に関するリスク

　当社グループのサービスにおいては、ゲームの楽しさを拡大する目的でゲーム内アイテムをユーザー同士で交換

できる機能を提供しております。当社グループと類似したサービスを提供する他社においては、一部の悪質なユー

ザーがアイテム等を不正に入手しオークションサイト等で譲渡するというリアル・マネー・トレード（RMT）

（※）という不正行為が発覚しており、社会問題化しております。当社グループのサイト内で入手できるアイテム

に関しても、オークションサイトへの出品が若干存在しております。当社グループでは、RMTに関しては、ユー

ザー規約にて明確に禁止をうたっており、ユーザーに対して積極的に啓蒙を行うと共に、違反者に対しては利用停

止や強制退会などの厳正な措置の実施やシステムに抑止策を導入する等の対策を講じております。また、当社グ

ループでは、主要なオークションサイトを定期的に巡回し、当社グループのアイテムを発見した場合には、速やか

に警告を行い、サイト運営者を通じて出品を取り消すように働きかけております。

　しかしながら、当社グループのアイテムを用いたRMTが発生・拡大した場合には、当社グループ及び当社グルー

プのサービスの信頼性やブランドが毀損し、当社グループの事業展開及び経営成績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

（※）リアル・マネー・トレード（RMT）とは、オンラインゲーム上のキャラクター、アイテム、ゲーム内仮想通

貨等を、現実の通貨で売買する行為を言います。

 

８．サービスの安全性及び健全性に関するリスク

　当社グループは、ユーザーが安心して利用できるサービスの提供が、信頼性の向上に繋がり、事業の持続的発

展に寄与するものと認識しております。当社グループは、青少年保護、健全性維持・向上のために、下記のよう

な取り組みを実施しております。

① システムによる対応

　・NGワード・・・悪質性が高いと思われる単語は使用できません。

　・ミニメール利用制限・・・未成年のユーザーは未成年同士としかミニメールができません。

② 投稿監視システム

　24時間365日、投稿内容の確認を実施しております。

③ RMT（リアルマネートレード）の禁止・対策
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　RMTは禁止とし、オークションサイトなどを定期的に確認し、不適切な出品や入札があった場合には速やかに

対応を行うと共に、ゲームシステムにRMTの抑止策を導入しております。

④ ブラックリスト

　迷惑行為の被害にあったユーザーが、加害ユーザーをブラックリストに登録できる機能を提供し、迷惑行為の

拡大を防止しております。

⑤ 強制退会

　コミュニティ内で不適切な行為・言動（反社会的行為、わいせつ・暴力的表現、出会い目的行為、商業行為、

個人情報掲載行為、荒らし行為等）があった場合、コミュニティ利用停止を行います。その他、ルール違反の

ユーザーに対しては、厳しく強制退会を実施しております。

⑥ 課金制限

　「ｍｏｂｃａｓｔ」プラットフォームでは、18歳以下（当社サービス登録年齢）のユーザーは、課金額を月額

10,800円（税込）までに制限しております。さらに、18歳以下のユーザーは月額3,240円（税込）を超える課金

ができない等の利用制限を、一部のゲームで設けております。また、当社ネイティブゲームでは、月の課金額が

一定の水準を超えた場合には、警告が表示される仕組みも導入しております。

⑦ 安心安全委員会

　青少年保護、健全性維持・向上に向けた取り組みとして、適宜、適切に「安心安全委員会」を開催し、健全性

の強化や対策について議論しております。

⑧ ｍｏｂｃａｓｔ８つのルール

　ユーザーサイト内に、未成年のユーザーでもわかる平易な文章で、安全な利用のための注意書きを掲載してお

ります。これらの施策により、当社グループは、当社グループが提供するサービスの安全性及び健全性は一定程

度保たれていると認識しております。

　しかし、当社グループの提供するサービスにおいて何らかの問題が発生した場合、法的責任を問われる可能性

があるほか、当社グループ及び当社グループの提供するサービスの信頼性やブランドが毀損し、当社グループの

事業展開及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

９．法的規制・制度動向によるリスク

① インターネットに関連する法的規制について

　当社グループはモバイルインターネット上でのサービスを中心としたモバイルゲーム事業を主たる事業領域と

していることから、インターネットに関連する法的規制の遵守は経営上の重要課題であると認識しております。

　当社グループに関連する主要な法的規制として、まず、「電気通信事業法」があります。当社グループは電気

通信事業法の定めに従って「電気通信事業者」として届出を行っているため、通信の秘密の保護等の義務が課さ

れております。

　次に、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」（以下「プロバ

イダー責任制限法」という。）があります。当社グループは「プロバイダー責任制限法」の定める「特定電気通

信役務提供者」に該当しているため、電気通信による情報の流通において他人の権利の侵害が発生した際には、

権利を侵害された者に対して損害賠償義務及び権利を侵害した情報を発信した者に関する情報の開示義務を負う

場合があります。

　また、「不正アクセス行為禁止等に関する法律」（以下「不正アクセス禁止法」という。）があります。「不

正アクセス禁止法」では、他人のID、パスワードの無断使用の禁止等が定められております。当社グループは、

同法において「アクセス管理者」として位置付けられており、不正アクセス行為に対する防御処置を行う努力義

務が課されております。

そして、「特定商取引に関する法律」及び「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」により、一定

の広告・宣伝メールの送信にあたっては、法定事項の表示義務等を負う場合があります。

　さらに、平成21年４月１日に「青少年が安全に安心してインターネットを利用出来る環境の整備等に関する法

律」が施行されております。当社グループは同法の定める「青少年のインターネットの利用に関係する事業を行

う者」に該当しており、青少年がインターネットを利用して有害情報の閲覧をする機会を出来るだけ少なくする

ための措置を講ずると共に、青少年がインターネットを適切に活用する教育的措置を講ずる責務が課されており

ます。

　上記以外にも、近年我が国においてインターネット利用に関する様々な議論がなされている状況であり、今

後、社会情勢の変化によって既存の法令等の解釈に変更がなされたり、新たな法令等の制定がなされた場合に
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は、当社グループの事業が制約を受け、またはその遵守のためさらなる対応及び費用を要する可能性がありま

す。

② SNS等に関連する法的規制について

　当社グループが運営するモバイルゲームプラットフォーム「ｍｏｂｃａｓｔ」は、会員間の健全なコミュニ

ケーションを前提としたサービスであり、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制

等に関する法律」に定義される「インターネット異性紹介事業」には該当しないものと認識しております。

　しかしながら、今後、社会情勢の変化によって既存の法令等の解釈に変更がなされ、または新たな法令等の制

定がなされた場合には、当社グループの事業が著しく制約を受ける可能性があります。

③ 個人情報保護に関連する法的規制について

　当社グループでは、インターネットサービスの提供を通じ、利用者本人を識別することが出来る一定数の個人

情報を保有しており、「個人情報の保護に関する法律」が定める個人情報取扱事業者としての義務を課されてお

ります。当社グループは、個人情報の外部漏洩・改ざん等の防止のため、個人情報の管理を事業運営上の重要事

項と捉え、個人情報を取り扱う際の業務フローや権限体制を明確化し、個人情報保護規程をはじめとした個人情

報管理に関連する規程や規則等を制定しております。併せて、役職員等を対象とした社内教育を通じて関連ルー

ルの存在を周知徹底し、個人情報保護に関する意識の向上を図ることで、同法及び関連法令等の法的規制の遵守

に努めております。また、技術的対応として、全ての個人情報は、サービスの提供や開発に用いるものとは物理

的に異なるサーバに保管するなどの対策を講じております。当該サーバへのアクセスは、業務上必要な従業員の

みがセキュリティ対策を施した専用サーバを介した場合に限り可能とするなど、厳格に制限しております。

　しかしながら、個人情報が当社グループ関係者や業務提携・委託先などの故意または過失により外部に流出し

たり、悪用される事態が発生した場合には、当社グループが損害賠償を含む法的責任を追及される可能性がある

ほか、当社グループ並びに当社グループが提供するサービスの信頼性やブランドが毀損し、当社グループの事業

展開及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

④ソーシャルゲームの仕様に関連する法的規制について

　当社グループが提供するソーシャルゲームに関しては、上記７．に記載のRMTや、上記８．に記載しておりま

す健全性や青少年保護、過度な射幸心などについて一部のメディアから問題が提起されております。また、消費

者庁より、平成24年５月18日に、「コンプリートガチャ（※１）」またはそれと同様の仕組みが、不当景品類及

び不当表示防止法（景品表示法）に基づく「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」（昭和52年３月１日

公正取引委員会告示第３号）第５項に定める「異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法」に該当し、

同第５項で禁止される景品類の提供行為に当たる場合があるとの考え方（「オンラインゲームの「コンプガ

チャ」と景品表示法の景品規制について」）が公表されており、「コンプリートガチャ」が禁止行為に該当する

旨を明示した「『懸賞による景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準について」（昭和52年４月１日公正

取引委員会事務局長通達第４号）の改正（※３）が、平成24年７月１日に施行されました。当社グループが提供

するソーシャルゲームには、そこにいう「コンプリートガチャ」またはそれと同様の仕組みは導入されておら

ず、「コンプリートガチャ」等に対しての当該規制の直接的な影響はありませんでした。また、その他の問題に

ついても、現時点では明確に法令等に違反するものではなく、サービスを提供する企業それぞれもしくは業界団

体が自主的に対処・対応し、業界の健全性・発展性を損なうことがないように努力をしていくべきと当社グルー

プは考えております。しかしながら、これらの問題に対して、今後、社会情勢の変化によって、既存の法令等の

解釈の変更や新たな法令等の制定等、法的規制が行われた場合には、当社グループの事業が著しく制約を受ける

可能性があります。

（※１）コンプリートガチャ（コンプガチャ）とは、オンラインゲームの中で有料のガチャ（※２）を通じて特

定の数種類のアイテム等を全部揃えることができたプレーヤー（消費者）に対して別のアイテム等を新た

に提供する仕組みを言います。

（※２）ガチャとは、オンラインゲームの中で、オンラインゲームのプレーヤー（消費者）に対してゲーム中で

用いるキャラクターやアイテムを供給するもので、消費者が入手するアイテム等を自由に選択することが

できず、どのアイテム等を入手できるかは、消費者からみて偶然に支配されている仕組みを言います。

（※３）「『懸賞による景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準について」の改正案では、「携帯電話

ネットワークやインターネット上で提供されるゲームの中で、ゲームのプレーヤーに対してゲーム中で用

いるアイテム等を、偶然性を利用して提供するアイテム等の種類が決まる方法によって有料で提供する場

合であって、特定の数種類のアイテム等を全部揃えたプレーヤーに対して、例えばゲーム上で敵と戦う

キャラクターや、プレーヤーの分身となるキャラクター（いわゆる「アバター」と呼ばれるもの）が仮想

空間上で住む部屋を飾るためのアイテムなど、ゲーム上で使用することができる別のアイテム等を提供す

るとき」がカード合わせの方法に当たるとされています。
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10．人員体制に関するリスク

　当社グループは、安定した事業継続及び更なる事業拡大のためには、各分野における適切な人材確保及び人材配

置が必須であると考えております。特に、ゲーム制作に携わる優秀な人材確保が重要だと考えておりますが、技術

革新が著しく、豊富な経験を保有する人材の絶対数が少ないことから、優秀な人材確保は容易ではないと認識して

おります。従って、適切な人材確保及び人員配置ができなかった場合、または人材が流出した場合には、当社グ

ループの事業展開及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

11．自然災害等に関するリスク

　当社グループの実質的な事業所は本社のみであるため、本社において、地震・台風等の自然災害やその他の事業

活動の継続に支障をきたす事象が発生した場合、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。

こうした事態が発生した場合に備え、事業継続プランを検討しており、状況に応じ事前の対策を実施する予定であ

りますが、災害等による物的・人的被害が予想を大きく超える規模になった場合には、事業の継続が困難になる可

能性があります。

 

12．新株予約権の行使による株式価値の希薄化に関するリスク

　当社グループは、役職員等に対するインセンティブを目的とし、新株予約権（以下「ストック・オプション」と

いう。）を付与しております。これらのストック・オプションが権利行使された場合、当社株式が新たに発行さ

れ、既存の株主が有する株式の価値及び議決権割合が希薄化する可能性があります。また、資金調達を目的とし、

第三者割当による新株予約権（以下「第三者割当新株予約権」という。）を付与しております。これらの第三者割

当新株予約権が権利行使された場合、当社株式が新たに発行され、既存の株主が有する株式の価値及び議決権割合

が希薄化する可能性があります。平成27年12月末現在、ストック・オプションによる潜在株式数は280,000株、第

三者割当新株予約権による潜在株式数は1,000,000株であり、これらの潜在株式数合計1,280,000株は、発行済株式

総数14,596,808株の8.8％に相当しております。

 

 

５【経営上の重要な契約等】

当社が許諾を得ている契約

相手方の名称 許諾内容 契約締結日 契約内容 契約期間

FIFPro COMMERCIAL

ENTERPRISES BV （国際

プロサッカー協会）

選手名、選手の肖像等 平成27年７月２日 使用許諾
平成27年７月２日から

平成30年７月１日まで

一般社団法人日本野球機

構

球団名、球団マーク、所

属選手名、選手の肖像等
平成27年３月１日 使用許諾

平成27年３月１日から

平成28年２月29日まで

株式会社セミック
日本プロ野球ＯＢ選手の

肖像等
平成27年３月１日 使用許諾

平成27年３月１日から

平成28年２月29日まで

（注）上記については、個別に契約をした球団または選手の肖像権使用対価を支払っております。

 

 

６【研究開発活動】

該当事項はありません。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　当社グループの財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当

連結会計年度末日現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1) 重要な会計方針及び見積り

　当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

おります。その作成には、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に

影響を与える見積りを必要としております。これらの見積りについては、過去の実績等を勘案し合理的に判断して

おりますが、実際の結果は、見積りによる不確実性のため、これらの見積りとは異なる場合があります。

 

(2) 財政状態の分析

（資産）

　当連結会計年度末における資産は、前連結会計年度に比べ1,253,480千円減少し、2,963,363千円となりました。

　流動資産は、前連結会計年度に比べ162,586千円減少し、2,475,827千円となりました。主な内訳は、現金及び預

金が377,758千円、繰延税金資産が84,073千円減少し、売掛金が294,426千円増加したことによるものであります。

　また、固定資産は前連結会計年度に比べ、1,090,893千円減少し、487,536千円となりました。主な内訳は、無形

固定資産が950,460千円、投資その他の資産が137,921千円減少したことによるものであります。

 

（負債）

　当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度に比べ12,045千円増加し、1,995,483千円となりました。

　流動負債は、前連結会計年度に比べ369,035千円増加し、1,539,463千円となりました。主な内訳は、１年内返済

予定の長期借入金が211,369千円、未払金が341,950千円増加し、短期借入金が100,000千円減少したことによるも

のであります。

　また、固定負債は前連結会計年度に比べ、356,989千円減少し、456,020千円となりました。主な内訳は長期借入

金が264,237千円、社債が100,200千円減少したことによるものであります。

 

（純資産）

　当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度と比べ1,265,525千円減少し、967,880千円となりました。

主な内訳は、資本金164,817千円、資本剰余金が164,399千円増加し、利益剰余金が1,658,257千円減少したことに

よるものであります。

 

(3) 経営成績の分析

　経営成績の状況とそれらの要因については、「第２　事業の状況　１　業績等の概要　(1) 業績」に記載してお

ります。

 

(4) キャッシュ・フローの分析

　各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因については、「第２　事業の状況　１　業績等の概要　(2）キャッ

シュ・フローの状況」に記載しております。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　重要な設備投資は行っておりません。

 

２【主要な設備の状況】

　当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。

提出会社

平成27年12月31日現在
 

事業所名
（所在地）

セグメントの名称 設備の内容

帳簿価額（千円）

従業員数（名）

建物
工具、器具
及び備品

合計

本社

（東京都港区）
モバイルゲーム 本社業務設備 19,769 32,646 52,416 125（12）

 
（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　　　２．建物は、賃借中の建物に設置した建物付属設備であります。

　　　３．従業員数は就業員数であり、アルバイト及び派遣社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しており

ます。

 

３【設備の新設、除却等の計画】

該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 45,500,000

計 45,500,000

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数（株）

（平成27年12月31日）
提出日現在発行数（株）
（平成28年３月25日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 14,596,808 14,621,808
東京証券取引所

（マザーズ）

完全議決権株式

であり、株主と

しての権利内容

に何ら限定のな

い当社における

標準となる株式

であります。

なお、１単元の

株式数は、100

株であります。

計 14,596,808 14,621,808 － －

（注）提出日現在の発行数には、平成28年３月１日から本書提出日までに新株予約権の行使により発行された株式数は、

含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

　会社法第236条、第238条及び第239条に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

　①第14回新株予約権(平成23年８月17日取締役会決議)

 
事業年度末現在

（平成27年12月31日）

提出日の前月末現在

（平成28年２月29日）

新株予約権の数（個） 49 29

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 49,000（注１） 29,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 110（注２） 同左

新株予約権の行使期間
自　平成25年９月１日

至　平成29年12月31日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 110

資本組入額　 55
同左

新株予約権の行使の条件 （注３） 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権者は新株予約権

を譲渡し、又はこれに担保

権を設定その他の処分をす

ることができない。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

(注）１．新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、各発行対象者の１個当たりの新株予

約権の行使により発行される株式の数は、次の算式により調整されるものとする。なお、かかる調整は、当

該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満

の株式については、これを切り捨てる。

　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

２．新株予約権発行日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整する

ものとする（１円未満の端数は切り上げる）。

調 整 後
＝

調 整 前
×

1

払込金額 払込金額 分割・併合の比率

　また、新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合（新株予約権の行使による

ものを除く）は、次の算式により払込む金額を調整するものとする（１円未満の端数は切り上げる）。

調 整 後

払込金額
＝

調 整 前

払込金額
×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

３．①新株予約権行使時において当社の取締役、監査役及び従業員並びに外部協力者のいずれかの地位にあるこ

とを要する。

②新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することが出来るものとする。

③外部協力者が新株予約権を行使する際は、当社取締役会で審議するものとする。

４．新株予約権の権利行使におけるその他の条件については、新株予約権者と締結する「新株予約権付与契約

書」による。
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　②第16回新株予約権(平成24年４月11日取締役会決議)

 
事業年度末現在

（平成27年12月31日）

提出日の前月末現在

（平成28年２月29日）

新株予約権の数（個） 130 105

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 26,000（注１） 21,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 400（注２） 同左

新株予約権の行使期間
自　平成26年５月１日

至　平成30年12月31日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 400

資本組入額　 200
同左

新株予約権の行使の条件 （注３） 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権者は新株予約権

を譲渡し、又はこれに担保

権を設定その他の処分をす

ることができない。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

（注）１．新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、各発行対象者の１個当たりの新株予

約権の行使により発行される株式の数は、次の算式により調整されるものとする。なお、かかる調整は、当

該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満

の株式については、これを切り捨てる。

　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

２．新株予約権発行日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整する

ものとする（１円未満の端数は切り上げる）。

調 整 後
＝

調 整 前
×

1

払込金額 払込金額 分割・併合の比率

　また、新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合（新株予約権の行使による

ものを除く）は、次の算式により払込む金額を調整するものとする（１円未満の端数は切り上げる）。

調 整 後

払込金額
＝

調 整 前

払込金額
×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

３．①新株予約権行使時において当社の取締役、監査役及び従業員並びに外部協力者のいずれかの地位にあるこ

とを要する。

②新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することが出来るものとする。

③外部協力者が新株予約権を行使する際は、当社取締役会で審議するものとする。

４．新株予約権の権利行使におけるその他の条件については、新株予約権者と締結する「新株予約権付与契約

書」による。
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　③第21及び22回新株予約権(平成26年３月12日取締役会決議)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等

 

第21回新株予約権 第22回新株予約権

事業年度

末現在

（平成27年

　12月31日）

提出日の

前月末現在

（平成28年

　２月29日）

事業年度

末現在

（平成27年

　12月31日）

提出日の

前月末現在

（平成28年

　２月29日）

新株予約権の数（個） 5,000 同左 5,000 同左

新株予約権のうち自己新

株予約権の数（個）
－ － － －

新株予約権の目的となる

株式の種類
普通株式 同左 普通株式 同左

新株予約権の目的となる

株式の数（株）
500,000 同左 500,000 同左

新株予約権の行使時の払

込金額（円）
1,737 同左 2,895 同左

新株予約権の行使期間
自　平成26年４月３日

至　平成28年４月１日
同左

自　平成26年４月３日

至　平成28年４月１日
同左

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組

入額（円）

発行価格1,737

資本組入額869
同左

発行価格 2,895

資本組入額1,448
同左

新株予約権の行使の条件 （注） 同左 （注） 同左

新株予約権の譲渡に関す

る事項

新株予約権者は、新株

予約権を譲渡し、又は

これに担保権を設定そ

の他の処分をすること

ができない。

同左

新株予約権者は、新株

予約権を譲渡し、又は

これに担保権を設定そ

の他の処分をすること

ができない。

同左

代用払込みに関する事項 － － － －

組織再編成行為に伴う新

株予約権の交付に関する

事項

－ － － －

（注）

１．本新株予約権の目的である株式の種類及び種類ごとの数の算定方法

本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式1,500,000株とする（本新株予約権１個の目的で

ある株式の数（以下「割当株式数」という。）は、100株とする。）。

但し、割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調

整されるものとする。

２．本新株予約権の目的である株式の数の調整

　（１）当社が行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。

　　　　調整前割当株式数 × 調整前行使価額

　　　　調整後割当株式数 ＝ ────────────────────

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調 整 後 行 使 価 額

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、下記に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とす

る。

　（２）前号の調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果

生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。

　（３）調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額

を適用する日と同日とする。

　（４）割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前割当株式

数、調整後割当株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。但し、株式分割の

場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを

行う。
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３．新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額

　（１）本新株予約権１個の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本項第（２）号に定める行使価

額に割当株式数を乗じた額とするが、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるも

のとする。

　（２）本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下「行使価額」という。）

は、当初本表の「新株予約権の行使時の払込金額」とする。

４．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに

従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、その端

数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額

とする。

５．行使価額の修正

　（１）当社は平成26年４月３日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修

正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権

者に通知（以下「行使価額修正通知」という。）するものとし、当該通知が行われた日（以下「通知日」と

いう。）の翌営業日に、行使価額は、通知日（通知日が取引日（株式会社東京証券取引所（以下「取引所」

という。）において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。）でない場合には直前の取引日）の取引所に

おける当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。）の93%に相当する金額の１円未満の端数を切下げ

た額に修正される。

　　　　但し、かかる修正後の行使価額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回ることとなる場合には、行使価額

は下限行使価額とする。「下限行使価額」は当初、676円とする。下限行使価額は、規定を準用して調整され

る。

　　　　なお、以下に該当する場合には当社はかかる通知を行うことができない。

① 金融商品取引法、関連諸法令及び諸規則並びに取引所の規則に基づく開示（以下「開示」という。）がな

された書類（有価証券報告書、四半期報告書、臨時報告書、これらの訂正報告書、プレスリリースを含む

がこれらに限られない。）に記載されているものを除き、開示されている当社の直近の監査済連結財務諸

表にかかる営業年度の期末日以降、当社及びその企業集団（連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関

する規則第４条第１項第１号に定める企業集団をいう。以下同じ。）の財政状態又は経営成績に重大な悪

影響をもたらす事態が発生している場合

② 当社にかかる業務等に関する重要事実等（金融商品取引法第166条第２項所定の重要事実及び同法第167条

第２項所定の事実をいう。以下同じ。）で公表（金融商品取引法施行令第30条に定める公表措置をいう。

以下同じ。）がなされていないものがある場合

③ 本新株予約権のいずれかの回号に関し発せられた前回の行使価額修正通知を行ってから６ヶ月が経過して

いない場合

④ 割当先との間で締結する予定のコミットメント契約書に基づき発せられた行使要請通知中にて特定された

回号の本新株予約権に関する限りで、当該行使要請通知にかかる行使要請期間内である場合

　（２）本項（１）号に定める修正後の行使価額の算出において、通知日に行使価額の調整の原因となる事由が生じ

た場合には、当該通知日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。）は当該事由

を勘案して調整されるものとする。
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６． 行使価額の調整

　（１）当社は、本新株予約権の発行後、本項第（２）号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場

合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行

使価額を調整する。

　　　　　　　交付普通株式数×１株当たりの払込金額

　　　　既発行普通株式数 ＋ ───────────────――――

　　　　時 価

　　　　調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × ───────────────────────―――――――

　　　　　　　既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数

　　　　「既発行普通株式数」は、当社普通株式の株主（以下「当社普通株主」という。）に割当てを受ける権利を

与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の

行使価額を初めて適用する日の１か月前の日における当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有

する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に本項第（２）号乃至第（４）号に基づき「交付普通

株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。

なお、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日

における当社の有する当社普通株式にかかり増加した当社普通株式数を含まないものとする。

　（２）行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期につ

いては、次に定めるところによる。

①本項第（３）号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（但し、当社の発

行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付された

ものを含む。）の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予

約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を

除く。）

　調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とす

る。以下同じ。）の翌日以降、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、

その日の翌日以降、これを適用する。

②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合

　調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当ての

効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割

当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第（３）号②に定める時価を下回る対価をもって当

社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合（無償割当ての場合を含む。）、又は本項第（３）

号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債

に付されたものを含む。）その他の証券若しくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）

　調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）その他の証券又は権利（以下「取得請求権付株式等」という。）の全てが当初の条件で転換、交換

又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払

込期日（新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の場合は割当日）又は無償割当ての効

力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日

がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

　上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が

発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取

得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付され

たものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを

適用する。

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）

の取得と引換えに本項第（３）号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合調整

後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

　上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを

含む。）に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、(ⅰ)上記交

付が行われた後の本項第（３）号③に定める完全希薄化後普通株式数が、上記交付の直前の既発行普通株

式数を超えるときに限り、調整後の行使価額は、超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」

とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超

えない場合は、本④の調整は行わないものとする。

⑤取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式１株当たりの対価（本⑤において「取得価額等」と

いう。）の下方修正その他これに類する取得価額等の下方への変更（本項第（２）号乃至第（４）号と類

似の希薄化防止条項に基づく取得価額等の調整を除く。以下「下方修正等」という。）が行われ、当該下

方修正等後の取得価額等が当該下方修正等が行われる日（以下「取得価額等修正日」という。）における

本項第（３）号②に定める時価を下回る価額になる場合

(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていない

場合、調整後の行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後

の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして本号③の規定を準用して算出

するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。
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(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行

われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で

転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの本項第（３）号③に定める完全

希薄化後普通株式数が、当該下方修正等が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときには、調

整後の行使価額は、当該超過株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式

を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。

⑥本号③乃至⑤における対価とは、当該株式又は新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）

の発行に際して払込みがなされた額（本号③における新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。）から、その取得又は行

使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産の価額を控除した金額を、そ

の取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいう。

⑦本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、

かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件とし

ているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これ

を適用するものとする。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本

新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとす

る。

　　　　　　　　　　　(調整前行使価額－調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数

　　　　　株式数 ＝ ────────────────────────────────────――――――

　　　　　　調 整 後 行 使 価 額

　　　　この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

　（３）①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を初めて適用する日（但し、本項第（２）号⑦の場

合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の

毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。この場合、平均値の計算については、円位未満

小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。

③「完全希薄化後普通株式数」は、調整後の行使価額を初めて適用する日の１か月前の日における当社の発

行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、

本項第（２）号乃至第（４）号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付さ

れていない当社普通株式の株式数を加えたものとする（当該行使価額の調整において本項第（２）号乃至

第（４）号に基づき「交付普通株式数」とみなされることとなる当社普通株式数を含む。）。

④本項第（２）号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後

の行使価額は、本項第（２）号の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定

を準用して算出するものとする。

　（４）本項第（２）号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な

行使価額の調整を行う。

①株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利

義務の全部若しくは一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全

部の取得のために行使価額の調整を必要とするとき。

②その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とすると

き。

③行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあ

たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

　（５）本項第（２）号にかかわらず、本項第（２）号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が第12項に基

づく行使価額の修正日と一致する場合には、本項第（２）号に基づく行使価額の調整は行わないものとす

る。但し、この場合においても、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。

　（６）本項第（１）号乃至第（５）号により行使価額の調整を行うとき（下限行使価額が調整されるときを含

む。）は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及

びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。但し、本項第（２）号②但し書に示される

株式分割の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみや

かにこれを行う。また、本項第（５）号の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整に

ついてのみ行う。

７．第21回新株予約権及び第22回新株予約権は、本有価証券報告書提出日現在迄に、割当先である大和証券株式会社

より取得請求がなされた為、当社でそのすべてを有償取得いたしております。なお、取得した第21回新株予約権

及び第22回新株予約権は取得後消却する予定であります。
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　④第25回新株予約権(平成27年６月17日取締役会決議)

 
事業年度末現在

（平成27年12月31日）

提出日の前月末現在

（平成28年２月29日）

新株予約権の数（個） 2,050 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 205,000 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,112 同左

新株予約権の行使期間
自　平成28年４月１日

至　平成33年１月５日

自　平成28年４月１日

至　平成33年１月５日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　 1,112

資本組入額　　　 556

発行価格　　　 1,112

資本組入額　　　 556

新株予約権の行使の条件 （注３） （注３）

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権者は新株予約権

を譲渡し、又はこれに担保

権を設定その他の処分をす

ることができない。

新株予約権者は新株予約権

を譲渡し、又はこれに担保

権を設定その他の処分をす

ることができない。

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

（注）１．付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同

じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新

株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調

整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これら

の場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整される

ものとする。

２．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」とい

う。）に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、当社取締役会での本新株予約権の発行決議日である平成27年６月16日の前日の東京証券取引

所における当社株価の終値金1,112円とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を

調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

     １

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×                               

分割（または併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株

式の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自

己株式の移転の場合を除く。）、 次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上

げる。

     
既 発 行

株 式 数 ＋

新 規 発 行

株 式 数
×

１ 株 当 た り

払 込 金 額

 調 整 後

行 使 価 額
＝

調 整 前

行 使 価 額
×

新規発行前の１株当たりの時価

 既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式

にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、

「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その

他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額

の調整を行うことができるものとする。

３.新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間（以下、「行使期間」という。）は、平成28年４月１日から平成

33年１月５日までとする。
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４. 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じた

ときは、その端数を切り上げるものとする。

②　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

５．譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

６．新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、平成27年12月期若しくは平成28年12月期までのいずれかの期の営業利益について、下記

（a）、（b）、（c）及び（d）に掲げる各条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた新株

予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を、当該条件を充たした期の有価証券報告書の提出日の

翌月１日から行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に１個未満の端数が生じる場合

は、これを切り捨てた数とする。

(a) ５億円を超過した場合

割り当てられた新株予約権の15％

(b) 10億円を超過した場合

割り当てられた新株予約権の50％

(c) 15億円を超過した場合

割り当てられた新株予約権の80％

(d) 20億円を超過した場合

割り当てられた新株予約権の100％

　　　なお、上記（a）、（b）、（c）及び（d）における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に

記載される損益計算書（連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書）の数値を用いるものとし、

適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理

的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。

②　新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または

従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締

役会が認めた場合は、この限りではない。

③　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとな

るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

７．本新株予約権の割当日

 平成27年７月６日
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　当事業年度において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり行使され

ております。

（第20回新株予約権）

 
第４四半期会計期間

（平成27年10月１日から
平成27年12月31日まで）

第12期
（平成27年１月１日から
平成27年12月31日まで）

当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株

予約権付社債券等の数（個）
－ 2,900

当該期間の権利行使に係る交付株式数（株） － 290,000

当該期間の権利行使に係る平均行使価額等（円） － 1,062

当該期間の権利行使に係る資金調達額（円） － 307,980,000

当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修

正条項付新株予約権付社債券等の数の累計（個）
－ 5,000

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予

約権付社債券等に係る累計の交付株式数（株）
－ 500,000

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予

約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等（円）
－ 1,062

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予

約権付社債券等に係る累計の資金調達額（円）
－ 531,000,000

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。
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（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

（株）

発行済株式

総数残高(株)

資本金増減額

（千円）

資本金残高

（千円）

資本準備金

増減額

（千円）

資本準備金

残高

（千円）

平成22年２月26日（注１） 1,100 8,782 27,500 394,975 27,500 80,100

平成22年５月31日（注２） 1,036 9,818 28,490 423,465 28,490 108,590

平成22年６月30日（注３） 220 10,038 6,050 429,515 6,050 114,640

平成22年10月15日（注４） 644 10,682 35,420 464,935 35,420 150,060

平成22年12月14日（注５） － 10,682 △309,940 154,995 △150,060 －

平成23年９月30日（注６） 200 10,882 25,000 179,995 25,000 25,000

平成24年３月８日（注７） 5,960,555 5,971,437 － 179,995 － 25,000

平成24年６月25日（注８） 350,000 6,321,437 128,800 308,795 128,800 153,800

平成24年７月24日（注９） 80,000 6,401,437 29,440 338,235 29,440 183,240

平成24年１月１日～平成24

年12月31日（注10）
72,563 6,474,000 39,137 377,372 28,462 211,702

平成25年２月１日（注11） 279,404 6,753,404 292,535 669,908 292,535 504,238

平成25年３月15日（注12） 9,000 6,762,404 10,017 679,925 10,017 514,255

平成25年６月１日（注13） 6,802,404 13,564,808 － 679,925 － 514,255

平成25年１月１日～平成25

年12月31日（注14）
322,000 13,886,808 15,717 695,643 15,262 529,517

平成26年１月１日～平成26

年12月31日（注14）
314,000 14,200,808 122,840 818,483 122,515 652,033

平成27年１月１日～平成27

年12月31日（注14）
396,000 14,596,808 164,817 983,300 164,817 816,850

 
（注１）第三者割当増資を行っております。

 発行株式数：1,100株　発行価格：50,000円　資本組入額：25,000円

 主な割当先　ハクバ写真産業株式会社、頼定　誠、他１名

（注２）第三者割当増資を行っております。

 発行株式数：1,036株　発行価格：55,000円　資本組入額：27,500円

 
主な割当先　株式会社ビットアイル（現ビットアイル・エクイニクス株式会社）、株式会社アドウェイズ、

高森　浩一、他12名

（注３）第三者割当増資を行っております。

 発行株式数：220株　発行価格：55,000円　資本組入額：27,500円

 主な割当先　藪　考樹

（注４）第三者割当増資を行っております。

 発行株式数：644株　発行価格：110,000円　資本組入額：55,000円

 主な割当先　三菱ＵＦＪキャピタル３号投資事業有限責任組合、海老根　智仁、他８名

（注５）欠損てん補のため、資本金の額及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行っております。

 減少した資本金の額：309,940,000円　減少した資本準備金の額：150,060,000円

（注６）第三者割当増資を行っております。

 発行株式数：200株　発行価格：250,000円　資本組入額：125,000円

 主な割当先　株式会社博報堂、株式会社アサツーディ・ケイ

（注７）平成24年２月15日開催の取締役会決議によって、１株を500株にする株式分割を行っております。

（注８）有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）

 発行価格　　　　　800円

 引受価額　　　　　736円
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 資本組入額　　　　368円

 払込金総額　　257,600千円

（注９）

 

オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資による増加であります。

発行価格：736円　資本組入額：368円

（注10）新株予約権の行使による増加であります。

（注11）

 

（注12）

 

 

（注13）

（注14）

（注15）

 

 

株式交換に伴う新株発行により、発行済株式総数が279,404株、資本金が345,063千円及び資本準備金が

345,063千円増加しております。

第三者割当増資を行っております。

発行株式数：9,000株　発行価格：2,226円　資本組入額：1,113円

割当先：株式会社電通

株式分割（１：２）による増加であります。

新株予約権の行使による増加であります。

平成28年１月より本報告書提出の前月末日までに以下のとおり新株予約権の行使がありました。

発行株式数：25,000株　資本金組入額：2,100千円

 
 

（６）【所有者別状況】

平成27年12月31日現在
 

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満
株式の状
況（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 2 27 43 24 10 7,098 7,204 －

所有株式数（単元） － 1,612 6,622 10,832 6,651 248 119,980 145,945 2,308

所有株式数の割合

（％）
－ 1.10 4.54 7.42 4.56 0.17 82.21 100.00 －

 

（７）【大株主の状況】

  平成27年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

藪　考樹 東京都港区 4,718,000 32.32

株式会社ビットアイル 東京都品川区東品川二丁目２番２８号 450,000 3.08

ハクバ写真産業株式会社 東京都千代田区九段北一丁目１２番１３号 395,000 2.71

海老根　智仁 神奈川県逗子市 286,000 1.96

山本　大輔 福井県福井市 255,600 1.75

株式会社SBI証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 242,300 1.66

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD

AC ISG（常任代理人　株式会社

三菱東京UFJ銀行）

Peterborough Court 133 Fleet Street

London EC4A 2BB United Kingdom
221,078 1.51

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番１０号 156,200 1.07

楽天証券株式会社 東京都世田谷区玉川１丁目１４番１号 128,600 0.88

氷鉋　健一郎 東京都新宿区 109,800 0.75

計 － 6,962,578 47.69

（注）株式会社ビットアイルは、平成28年１月１日付で「ビットアイル・エクイニクス株式会社」に商号変更していま

　　　す。
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（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成27年12月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　14,594,500 145,945

１単元の株式数は、100

株であります。

完全議決権株式であり、

権利内容に何ら制限のな

い当社における標準とな

る株式であります。

単元未満株式 普通株式　　　2,308 － －

発行済株式総数 14,596,808 － －

総株主の議決権 － 145,945 －

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。
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（９）【ストックオプション制度の内容】

　当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する

方法によるものであります。

　当該制度の内容は、以下のとおりであります。

 

①第14回新株予約権

決議年月日 平成23年８月17日

付与対象者の区分及び人数（名）

当社の取締役　１名

当社の監査役　－名

当社の従業員　７名

外部協力者　　－名

新株予約権の目的となる株式の種類
「（２）新株予約権等の状況」

に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．付与対象者の人数は、決議年月日から、退職等による権利喪失者の当該数を控除したものであ

ります。

　　　２．付与対象者の人数は、平成27年12月31日現在のものであります。

 

②第16回新株予約権

決議年月日 平成24年４月11日

付与対象者の区分及び人数（名）

当社の取締役　１名

当社の監査役　－名

当社の従業員　９名

外部協力者　　－名

新株予約権の目的となる株式の種類
「（２）新株予約権等の状況」

に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．付与対象者の人数は、決議年月日から、退職等による権利喪失者の当該数を控除したものであ

ります。

　　　２．付与対象者の人数は、平成27年12月31日現在のものであります。
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③第25回新株予約権

決議年月日 平成27年６月17日

付与対象者の区分及び人数（名）

当社の取締役　５名

当社の監査役　－名

当社の従業員　９名

外部協力者　－名

新株予約権の目的となる株式の種類
「（２）新株予約権等の状況」

に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．付与対象者の人数は、決議年月日から、退職等による権利喪失者の当該数を控除したものであ

ります。

　　　２．付与対象者の人数は、平成27年12月31日現在のものであります。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　　該当事項はありません。

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　該当事項はありません。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

          該当事項はありません。

 

３【配当政策】

　当社グループは、株主に対する利益還元策を重要な経営課題の一つであると認識しており、企業体質の強化と将来

の事業展開のために内部留保を確保しつつ、配当を実施していくことを基本方針と考えておりますが、今期は、当期

純損失であること、また、将来的な業容拡大のための投資等を実施し、一層の事業拡大を目指すことが、株主に対す

る最大の利益還元策となると考えておりますことから、無配とさせていただきます。

　将来的には、財政状態及び経営成績を勘案して、各期の株主に対する利益還元策を決定していく予定であります

が、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。

　当社は、中間配当、期末配当及びその他に基準日を定めて、剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めてお

ります。なお、当社は、連結配当規制適用会社であります。

　配当の決定機関は、取締役会であります。

 

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期

決算年月 平成23年12月 平成24年12月 平成25年12月 平成26年12月 平成27年12月

最高（円） － 2,570
2,870

■2,500
1,399 1,514

最低（円） － 1,260
1,300

■1,006
613 456

（注）１．最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズ市場におけるものであります。

　　　２．平成24年６月26日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事項

はありません。

　　　３．平成25年６月１日付にて、普通株式１株を２株に分割いたしました。■印は株式分割による権利落後の最

高・最低株価を示しております。
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（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成27年７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 1,233 848 604 658 622 635

最低（円） 829 503 456 467 479 475

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズ市場におけるものであります。
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５【役員の状況】

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式

数（株）

代表取締

役社長

CEO

－

 

藪　　考樹

 

昭和45年10月14日生

 

平成４年４月

 

株式会社ティーアンドシー入社 (注)１

 

4,720,275

 

    平成５年４月 東京工販株式会社入社   

    平成７年２月
株式会社藤和土地建物（現エクセ

ルランド株式会社）入社
  

    平成７年12月 株式会社ベルパーク入社   

    平成11年９月 同社取締役営業本部長   

    平成12年７月 同社常務取締役営業本部長   

    平成15年１月 同社常務取締役グループ事業統括

本部担当

  

     ジェイフォンサービス株式会社

（現株式会社ジャパンプロスタッ

フ）代表取締役社長

  

    平成16年３月

 

平成27年１月

当社設立 代表取締役社長CEO（現

任）

mobcast Korea inc.理事（現任）

  

取締役

CMO

マーケ

ティング

本部長

玉舎　直人 昭和45年10月23日生 平成４年４月

平成11年10月

株式会社アスキー入社

株式会社アスキイーシー 代表取

締役社長

(注)１ 658

    平成15年８月 ワイルドビジョン株式会社（現

NTL株式会社）代表取締役

  

    平成16年６月 NTL inc.代表理事CEO   

    平成25年７月 当社入社   

    平成25年８月

平成26年１月

当社執行役員社長室長

mobcast Korea inc.代表理事

  

    平成27年１月

 

当社執行役員社長室付海外事業担

当部長

mobcast Korea inc.理事（現任）

  

    平成27年３月 当社取締役海外事業管掌   

    平成28年１月

平成28年３月

当社取締役マーケティング本部長

当社取締役CMOマーケティング本

部長（現任）

  

取締役

CFO

管理

本部長

佐武　利治昭和33年３月30日生 昭和55月４月

昭和60年４月

日本NCR株式会社入社

株式会社イッセイミヤケ入社

(注)１ 5,000

    平成12年７月 同社常務取締役   

    平成15年11月 株式会社デジタルガレージ入社   

    平成16年５月 株式会社イーコンテクスト代表取

締役

  

    平成21年１月 株式会社オプト入社 会長付新規

事業開発部長

  

    平成23年７月 同社執行役員   

    平成25年４月 株式会社エス・エム・エス入社

管理本部長

  

    平成27年１月 当社入社 管理本部副本部長   

    平成27年３月

平成27年４月

平成28年３月

当社取締役管理本部長

mobcast Korea inc.理事（現任）

当社取締役CFO管理本部長（現

任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式

数（株）

取締役 社長

室長

石橋　武文 昭和42年12月17日生 平成３年４月 伯東株式会社入社 (注)１ 29,658

   平成９年５月 コナミ株式会社（現コナミホール

ディングス株式会社）入社

  

   平成19年９月 株式会社コナミデジタルエンタテ

インメント マーケティング本部統

括マネージャー

  

    平成21年10月 当社入社   

    平成25年８月

平成26年４月

当社執行役員ゲーム事業本部長

当社執行役員人事本部長

  

    平成27年３月

平成27年７月

 

平成28年１月

当社取締役人事本部長兼社長室長

当社取締役人事本部管掌兼社長室

長

当社取締役社長室長（現任）

  

取締役 経営戦

略室長

福元　健之 昭和54年11月26日生 平成15年４月

 

平成17年７月

 

平成25年７月

株式会社サイバーエージェント入

社

株式会社クラウンジュエル代表取

締役社長

当社入社 プラットフォーム事業本

部プラットフォーム編成部長

(注)１ 606

    平成25年８月 当社執行役員プラットフォーム事

業本部長

  

    平成26年４月 当社執行役員ネイティブゲーム事

業本部長

  

    平成27年１月 当社執行役員CCOゲーム事業本部長   

    平成27年３月 当社取締役CCOゲーム事業本部長   

    平成28年１月

平成28年３月

当社取締役CVO経営戦略室長

当社取締役経営戦略室長（現任）

  

取締役 社長室 海老根智仁 昭和42年８月30日生 平成３年４月 株式会社大広入社 (注)１ 286,000

 最高顧問   平成11年９月

平成13年１月

株式会社オプト入社

同社代表取締役COO

  

    平成17年９月

平成18年１月

eMFORCE,Inc.代表取締役会長

株式会社オプト代表取締役CEO

  

    平成20年３月

平成20年11月

同社代表取締役社長CEO

株式会社トライステージ取締役

  

    平成21年３月株式会社オプト取締役会長   

    平成22年３月 当社取締役   

    平成26年３月 株式会社レジェンド・パートナー

ズ代表取締役会長

  

    平成26年４月

平成27年７月

 

平成27年９月

当社取締役経営企画室最高顧問

当社取締役社長室最高顧問

（現任）

株式会社レジェンド・パートナー

ズ取締役会長（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（株）

取締役 － 谷本　　勲 昭和45年８月28日生 平成５年４月 株式会社パソナ入社 (注)１ 30,000

    平成７年５月 エレクトロニック・デー

タ・システムズ（現日本

ヒューレット・パッカー

ド株式会社）入社

  

    平成９年１月 株式会社ネットエンズ

（現エヌシーアイ株式会

社）設立 代表取締役社長

  

    平成16年１月

 

平成16年７月

 

 

平成19年７月

 

 

平成19年８月

株式会社EQソリューショ

ン設立 取締役

インフォリスクマネージ

株式会社代表取締役副社

長

シールドグループホール

ディングス株式会社取締

役

株式会社松風設立 代表取

締役（現任）

  

    平成20年５月 株式会社アクシス監査役   

    平成20年10月

 

平成21年５月

株式会社PALACE代表取締

役（現任）

株式会社ニューテクノロ

ジー（現株式会社クラウ

ド テクノロジーズ）代表

取締役社長（現任）

  

    平成24年５月 株式会社エムエム総研取

締役（現任）

  

    平成25年８月 株式会社ソーシャルキャ

ピタル総合研究所代表取

締役（現任）

  

    平成26年３月 当社取締役（現任）   
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（株）

常勤監査役 － 高瀬　　明 昭和28年５月４日生 昭和52年４月 日本火災海上保険株式会

社（現損保ジャパン日本

興亜株式会社）入社

(注)２ 5,000

    昭和63年６月 日本携帯電話株式会社入

社

  

    平成３年８月 株式会社東京デジタルホ

ン(現ソフトバンク株式会

社)出向

  

    平成６年４月 同社転籍   

    平成14年４月 同社業務執行役員経営企

画本部プロダクトSATリー

ダー

  

    平成15年４月 同社業務執行役員プロ

ジェクトCOREサブリー

ダー兼BPRリーダー

  

    平成17年４月 同社業務執行役員MNP推進

室長

  

    平成17年８月 同社業務執行役員マーケ

ティング本部セールス＆

チャネルストラテジ-部長

兼CRM部長

  

    平成18年５月 同社業務執行役員マーケ

ティング本部マーケティ

ング企画統括部長

  

    平成19年２月 株式会社ベルパーク入社   

    平成20年３月

平成21年９月

同社取締役

学総株式会社顧問

  

    平成22年８月 当社監査役（現任）   

    平成26年１月 mobcast Korea inc.監事

（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（株）

監査役 － 内藤　　篤 昭和33年９月25日生 昭和58年４月 最高裁判所司法研修所入

所

(注)２ －

    昭和60年４月 西村眞田法律事務所（現

西村あさひ法律事務所）

入所

  

    平成６年４月

 

 

平成26年３月

内藤・清水法律事務所

（現青山綜合法律事務

所）設立 代表（現任）

当社監査役（現任）

  

監査役 － 角田　博昭 昭和45年６月13日生 平成７年10月 中央監査法人入所 (注)２ －

    平成11年５月 公認会計士登録   

    平成14年８月

 

平成16年10月

税理士法人中央青山（現

PwC税理士法人）入所

公認会計士角田博昭事務

所開設（現任）

  

    平成16年12月

平成19年２月

税理士登録

株式会社エキスパーツリ

ンク設立 代表取締役（現

任）

  

    平成19年３月 監査法人五大社員(現任)   

    平成19年４月

 

 

 

平成26年３月

エキスパーツ税理士法人

（現税理士法人エキス

パーツリンク）設立 代表

社員（現任）

当社監査役（現任）

  

     　計  5,077,197

（注）１．平成28年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであ

ります。

 　　 ２．平成28年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであ

ります。

　　　３. 取締役谷本勲は、社外取締役であります。

　　　４．常勤監査役高瀬明、内藤篤及び角田博昭は、社外監査役であります。

　　　５．所有株式数には、当社役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社グループは、健全な企業統治を事業発展のための前提条件と考えております。オーナーである株主は勿論の

こと、従業員、取引先、債権者その他利害関係者との間で適切なコミュニケーションを図り、それぞれの意見を適

切に企業運営に反映させていくことが事業発展に不可欠であり、そのためにはまず企業運営の推進役である取締役

及び取締役会が健全に機能することが必要であると考えております。またその上で、企業規模の拡大に合わせて、

積極的に経営組織体制を整備し、内部統制の充実を図っていく考えであります。

 ① 企業統治の体制

 イ．企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由

 当社は、監査役会設置会社であり、監査役３名のうち３名が社外監査役であります。また、取締役会は取締役

７名（うち社外取締役１名）で構成されております。経営上の重要な意思決定は、当社の展開するモバイルゲー

ム事業のみに関わらず、より広い領域における知識と経験を有する非常勤取締役も含めた取締役会で行うことに

より、経営の効率性だけでなく公正性の維持・向上を図っております。また、独立性の高い社外監査役（うち非

常勤監査役２名）による監査役機能の充実により、経営の健全性と透明性の維持・向上も図っております。
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a. 取締役会

　取締役会は、取締役７名（うち社外取締役１名）で構成されております。毎月一回の定例取締役会に加え必

要に応じて随時開催することにより、経営に関わる重要事項の審議並びに意思決定、会社の事業、経営全般に

対する監督を行っております。取締役会には、監査役３名も出席し、取締役の業務執行について監査を行って

おります。

b. 監査役会

　監査役会は、社外監査役３名で構成されております。各監査役は、コーポレート・ガバナンスの重要な役割

を担う独立の機関であることを認識し、監査役会で年に一度立案される監査計画書に基づいて、取締役会その

他の重要な会議に出席し必要な意見を述べる他、取締役の業務執行に関する適法性の監査を実施しておりま

す。

 

 ロ．内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況

ａ．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　取締役会は、定款、株主総会決議、「取締役会規程」、企業理念及び事業計画に従い、経営に関する重要事

項を決定すると共に、取締役の職務執行を監督いたしております。

　取締役及び代表取締役社長は、取締役会で決定した役割に基づき「職務権限規程」その他の社内規則に従い

当社の業務を遂行すると共に、毎月一回以上開催される取締役会においてそれぞれの業務執行の状況を取締役

会に報告いたしております。

　監査役は、法令の定める権限に基づき監査を実施すると共に内部監査担当者及び監査法人と連携して、「監

査役会規程」及び「監査計画書」に従い、取締役の職務執行の適法性について監査を実施いたしております。

　また、「経理規程」その他の社内規則に従い、会計基準その他の関連する諸法令を遵守し財務報告の適正性

を確保するための体制を確保いたしております。

ｂ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　代表取締役社長は文書管理規程を定め、次の文書（電磁的記録を含む）について関連資料と共に法令及び文

書管理規程に基づき保管し、管理いたしております。

 ・株主総会議事録

 ・取締役会議事録

 ・計算書類

 ・その他、取締役会が決定する書類

　代表取締役社長は、前項に掲げる文書以外の文書についても、その重要度に応じて、保管期間、管理方法等

を文書管理規程で定めると共に、取締役、従業員に対して、文書管理規程に従って文書の保存、管理を適正に

行うように指導いたしております。

ｃ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　経営上のリスクの分析及び対策の検討については、取締役会において行っております。

　情報セキュリティ及び個人情報管理に掛かるリスクについては、それぞれ代表取締役社長を委員長とする委

員会において管理体制の強化を図っております。

　不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を委員長とする対策委員会を設置して迅速な対応を行い、

損害の拡大を防止し最小限に止めるよう努力しております。

ｄ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　代表取締役社長が取締役会の議長を務め、経営上の重要事項について迅速な意思決定を行うと共に、適切・

効率的な業務執行を推進し、業務執行の監督をいたしております。

ｅ．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　全社の組織が小規模であることを鑑み、代表取締役社長が各部門会議等の会議に積極的に参加し、コンプラ

イアンスや当社を取り巻くリスクとその管理について把握し、その対応のために必要と考えられる体制を整備

いたしております。

　監査役による日々の監査に加え、代表取締役社長の指示による内部監査をより充実させ、定期的に事業活動

の適法性、適正性の検証をするための体制を強化いたしております。

ｆ．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　監査役の職務を補助すべき使用人に関しては、監査役から求められた場合は、監査役補助者を設置すること

ができる体制を確保いたしております。
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ｇ．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　監査役補助者を設置した場合は、監査役補助者の人事考課は監査役が行い、監査役補助者の任命、解任、人

事異動、賃金等の改定については監査役の同意を得た上で代表取締役社長が決定することとし、取締役からの

独立性を確保いたしております。

ｈ．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

　監査役が、監査役の職務の執行に必要な事項に関して、随時取締役及び使用人に対して報告を求めることが

できる体制を確保いたしております。

　監査役が、随時取締役と意見交換の機会を持つこと、重要な会議へ出席し意見を述べること及び重要情報を

入手できる体制を確保いたしております。

　監査役が、内部監査担当者及び会計監査人と連携することができる体制を確保いたしております。

ｉ．その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制

　内部監査担当者と監査役との連携

　　内部監査担当者が内部監査計画策定時及び内部監査実施後に監査役と協議できる体制を確保いたしており

ます。

　外部専門家の起用

　監査役は、監査の実施に当たり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士等の外部専門家を独自に起用す

ることができる体制を確保いたしております。

 

 ② 内部監査及び監査役監査の状況

　各監査役は、監査役会の定めた監査計画、監査の方針等に従い、会社の組織体制、管理体制、会社諸規程の整

備・運用状況等の監査を通じ、取締役の業務執行に関する適法性監査、内部統制システムの状況の監視及び検証

を行っております。監査役は、定例の監査役会において、相互に職務の状況について報告を行うことにより監査

業務の認識を共有化しております。また、監査役は、会計監査人より年間監査計画の説明を受けるとともに、期

末監査終了時点で監査実施状況の報告や情報交換を行うことにより、情報の共有化並びに監査の質・効果・効率

の向上を図るよう努めております。

　内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査部門が行っております。内部統制システムの一環として代表取締

役社長が指名した内部監査責任者が内部監査担当者を指示し、社内の各業務が定められた諸規程、諸制度に従っ

て合理的、効率的に遂行されているか、及び、経営上の決定事項がその目的に従い正しく遂行されているかどう

かの監査を内部監査計画に基づき実施しております。

　監査役監査と内部監査との連携につきましては、監査計画について事前に協議を行うほか、親密な情報交換を

行うことにより、個々の監査を効率的かつ効果的に実施するよう努めております。また、内部監査につきまして

は、会計監査人と意見交換を頻繁に行うことにより、実効性の高い監査を実施し、コンプライアンス経営に寄与

するよう努めております。
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 ③ 社外取締役及び社外監査役

　当社は、社外取締役１名、社外監査役３名を選任しております。社外取締役谷本勲は、企業経営における知

識・経験から、当社の経営に貢献できると判断し当社より就任を要請しております。社外監査役高瀬明は、モバ

イル業界における豊富な経験と知識から、当社の事業戦略及び当社取締役の職務執行につき提言・助言をしてお

ります。社外監査役内藤篤は、弁護士としての専門知識・経験等を有しております。社外監査役角田博昭は、公

認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門知識・経験等を有しております。

　社外取締役及び社外監査役の重要な兼職先と当社との間に特別の利害関係はありません。

　当社は、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、各社外役員は当社と資本関係のある

会社、大株主、主要な取引先の出身者ではなく、高い独立性を有しているものと判断しております。

　社外取締役谷本勲及び社外監査役高瀬明は、それぞれ、当社株式を保有しており、その保有数は以下のとおり

です。

　谷本　勲　　株式　30,000株

　高瀬　明　　株式　 5,000株

　なお、社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

との関係につきましては、上記②と同様であります。

　また、当社は、社外取締役及び社外監査役として有用な人材を迎え、その期待される役割を十分に発揮できる

ようにするため、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第427条第１項の規定に基づ

き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

 

 ④ 役員報酬等

 イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別総額（千円） 対象となる役
員の員数
（人）基本報酬

ストック
オプション

賞与 退職慰労金

取締役

（社外取締役を除く）
83,234 83,234 － － － ８

監査役

（社外監査役を除く）
－ － － － － －

社外役員（注） 18,600 18,600 － － － ６

（注）社外取締役２名及び社外監査役４名であります。

 

 ロ．役員の報酬等の額の決定に関する方針

　当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しており

ます。各取締役及び各監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監

査役の協議により決定しております。

 

 ⑤ 株式の保有状況

 イ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

   該当事項はありません。

 

 ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である上場株式

   該当事項はありません。

 

 ハ．保有目的が純投資目的である投資株式

　　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社モブキャスト(E26596)

有価証券報告書

44/96



⑥ 会計監査の状況

　会計監査におきましては、独立監査人としての会計監査を監査法人Ａ＆Ａパートナーズに委嘱しており、内部

監査担当者及び監査役と連携し、独立した立場からの公正不偏の監査が実施されております。

 イ．業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人及び継続監査年数

業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人

齊藤　浩司 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ

寺田　聡司 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ

（注）継続監査年数が７年を超えないため、継続監査年数の記載を省略しております。

 

 ロ．監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 その他

７名 －

 

⑦ 取締役の定数

　当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

⑧ 取締役の選任の決議要件

　当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によら

ないものとする旨定款に定めております。

⑨ 株主総会の特別決議要件

　当社は、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上

を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは株主総会にお

ける決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑩ 取締役及び監査役の責任免除

　当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第１項の取締役及び監査

役の損害賠償責任を法令の限度において、免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び

監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備するこ

とを目的とするものであります。

⑪ 自己株式の取得

　当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸政策を機動的に遂行する

ことを可能とするため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の

株式を取得することができる旨を定款に定めております。

⑫ 中間配当の決定機関

　当社は、取締役会の決議によって毎年６月30日の最終の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対

し、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目

的とするものであります。
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（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（千円）

非監査業務に基づく
報酬（千円）

監査証明業務に基づく
報酬（千円）

非監査業務に基づく
報酬（千円）

提出会社 13,800 － 13,800 －

連結子会社 － － － －

計 13,800 － 13,800 －

 

②【その他重要な報酬の内容】

　前連結会計年度

　　該当事項はありません。

 

　当連結会計年度

　　該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

　前連結会計年度

　　該当事項はありません。

 

　当連結会計年度

　　該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

　該当事項はありませんが、当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、監

査役会の同意のもと適切に決定しております。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）

に基づいて作成しております。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており

ます。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（平成27年１月１日から平成27年12月

31日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成27年１月１日から平成27年12月31日まで）の財務諸表について、監査

法人Ａ＆Ａパートナーズにより監査を受けております。

 

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

　当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、連結財務諸表

等を適切に作成できる体制を整備するために公益財団法人財務会計基準機構に加入しております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成26年12月31日)
当連結会計年度

(平成27年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,956,415 1,578,656

売掛金 463,597 758,024

繰延税金資産 84,073 -

その他 134,800 139,380

貸倒引当金 △472 △233

流動資産合計 2,638,413 2,475,827

固定資産   

有形固定資産   

建物 34,345 36,357

減価償却累計額 ※ △11,751 ※ △16,587

建物（純額） 22,594 19,769

工具、器具及び備品 68,654 82,090

減価償却累計額 ※ △36,321 ※ △49,444

工具、器具及び備品（純額） 32,333 32,646

有形固定資産合計 54,927 52,416

無形固定資産   

のれん 659,046 －

ソフトウエア 246,413 146,028

ソフトウエア仮勘定 283,321 92,888

その他 3,412 2,817

無形固定資産合計 1,192,193 241,733

投資その他の資産   

投資有価証券 78,984 111,939

繰延税金資産 167,616 -

その他 91,007 87,746

貸倒引当金 △6,300 △6,300

投資その他の資産合計 331,308 193,386

固定資産合計 1,578,430 487,536

資産合計 4,216,843 2,963,363
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成26年12月31日)
当連結会計年度

(平成27年12月31日)

負債の部   

流動負債   

短期借入金 100,000 -

1年内償還予定の社債 100,200 100,200

1年内返済予定の長期借入金 426,256 637,625

未払金 302,371 644,321

未払法人税等 31,352 -

賞与引当金 43,033 -

その他 167,214 157,316

流動負債合計 1,170,427 1,539,463

固定負債   

社債 199,800 99,600

長期借入金 606,000 341,763

繰延税金負債 - 14,657

退職給付に係る負債 7,209 -

固定負債合計 813,009 456,020

負債合計 1,983,437 1,995,483

純資産の部   

株主資本   

資本金 818,483 983,300

資本剰余金 768,963 932,963

利益剰余金 656,766 △1,001,491

自己株式 △1,645 -

株主資本合計 2,242,568 914,772

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 - 30,720

為替換算調整勘定 △24,695 △10,038

その他の包括利益累計額合計 △24,695 20,682

新株予約権 15,533 32,425

純資産合計 2,233,406 967,880

負債純資産合計 4,216,843 2,963,363
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(自　平成26年１月１日
　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成27年１月１日
　至　平成27年12月31日)

売上高 3,818,587 3,913,124

売上原価 2,097,204 2,317,679

売上総利益 1,721,383 1,595,444

販売費及び一般管理費 ※１ 1,403,382 ※１ 2,040,996

営業利益又は営業損失（△） 318,000 △445,552

営業外収益   

為替差益 19,808 -

還付加算金 4,786 -

撤退事業関連収益 - 7,429

投資事業組合運用益 - 2,102

その他 2,050 3,037

営業外収益合計 26,645 12,569

営業外費用   

支払利息 10,989 10,506

為替差損 - 18,883

株式交付費 10,390 5,039

社債発行費 3,274 -

投資事業組合運用損 3,077 -

その他 900 3,904

営業外費用合計 28,633 38,335

経常利益又は経常損失（△） 316,012 △471,318

特別利益   

新株予約権戻入益 206,090 23,684

事業譲渡益 45,964 -

特別利益合計 252,055 23,684

特別損失   

固定資産除却損 ※２ 92,931 ※２ 65,795

減損損失 ※３ 76,705 ※３ 200,838

違約金等 133,913 7,663

事業撤退損 - ※４ 686,665

特別損失合計 303,550 960,963

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）
264,518 △1,408,597

法人税、住民税及び事業税 25,745 1,889

法人税等還付税額 - △3,918

法人税等調整額 84,130 251,689

法人税等合計 109,876 249,660

少数株主損益調整前当期純利益又は

少数株主損益調整前当期純損失（△）
154,641 △1,658,257

当期純利益又は当期純損失（△） 154,641 △1,658,257
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【連結包括利益計算書】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(自　平成26年１月１日
　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成27年１月１日
　至　平成27年12月31日)

少数株主損益調整前当期純利益又は

少数株主損益調整前当期純損失（△）
154,641 △1,658,257

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 - 30,720

為替換算調整勘定 △14,547 14,657

その他の包括利益合計 ※ △14,547 ※ 45,378

包括利益 140,094 △1,612,879

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 140,094 △1,612,879
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日）

     （単位：千円）

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 695,643 646,447 502,124 △1,645 1,842,570

当期変動額      

新株の発行 122,840 122,515   245,356

当期純利益   154,641  154,641

自己株式の処分     －

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

     

当期変動額合計 122,840 122,515 154,641 - 399,997

当期末残高 818,483 768,963 656,766 △1,645 2,242,568

 

      

 
その他の包括利益

累計額
新株予約権 純資産合計

 
その他有価証券評価差

額金
為替換算調整勘定

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 - △10,147 △10,147 141,966 1,974,389

当期変動額      

新株の発行     245,356

当期純利益     154,641

自己株式の処分     －

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

- △14,547 △14,547 △126,433 △140,980

当期変動額合計 - △14,547 △14,547 △126,433 259,016

当期末残高 - △24,695 △24,695 15,533 2,233,406
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当連結会計年度（自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日）

     （単位：千円）

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 818,483 768,963 656,766 △1,645 2,242,568

当期変動額      

新株の発行 164,817 164,817   329,634

当期純損失   △1,658,257  △1,658,257

自己株式の処分  △817  1,645 828

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

     

当期変動額合計 164,817 163,999 △1,658,257 1,645 △1,327,795

当期末残高 983,300 932,963 △1,001,491 - 914,772

 

      

 
その他の包括利益

累計額
新株予約権 純資産合計

 
その他有価証券評価差

額金
為替換算調整勘定

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 - △24,695 △24,695 15,533 2,233,406

当期変動額      

新株の発行     329,634

当期純損失     △1,658,257

自己株式の処分     828

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

30,720 14,657 45,378 16,891 62,269

当期変動額合計 30,720 14,657 45,378 16,891 △1,265,525

当期末残高 30,720 △10,038 20,682 32,425 967,880
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(自　平成26年１月１日
　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成27年１月１日
　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）
264,518 △1,408,597

減価償却費 283,587 373,371

減損損失 76,705 200,838

のれん償却額 37,302 29,193

貸倒引当金の増減額（△は減少） △557 △239

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,373 △27,492

株式報酬費用 63,546 -

受取利息及び受取配当金 △1,411 △1,045

投資事業組合運用損益（△は益） 3,077 △2,102

事業譲渡損益（△は益） △45,964 -

新株予約権戻入益 △206,090 △23,684

支払利息 10,989 10,506

固定資産除却損 92,931 65,795

事業撤退損 - 681,862

違約金等 133,913 7,663

為替差損益（△は益） △33,805 20,213

売上債権の増減額（△は増加） 134,922 △294,490

前受金の増減額（△は減少） △20,646 55,727

前払費用の増減額（△は増加） △65,775 30,771

長期前払費用の増減額（△は増加） 2,329 1,620

未払金の増減額（△は減少） △121,372 347,265

未払費用の増減額（△は減少） △7,619 4,353

未払消費税等の増減額（△は減少） 141,766 △92,027

その他 18,664 4,268

小計 753,634 △16,225

利息及び配当金の受取額 4,241 15,570

利息の支払額 △12,049 △9,374

法人税等の支払額 △1,481 △40,996

法人税等の還付額 248,406 -

違約金等の支払額 △66,206 △14,870

営業活動によるキャッシュ・フロー 926,545 △65,896

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △308 △14,755

無形固定資産の取得による支出 △553,815 △394,091

有形固定資産の売却による収入 139 -

投資有価証券の取得による支出 △25,000 -

貸付けによる支出 － △8,750

敷金及び保証金の差入による支出 － △1,264

敷金及び保証金の回収による収入 1,237 -

事業譲渡による収入 103,239 -

投資活動によるキャッシュ・フロー △474,506 △418,862
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(自　平成26年１月１日
　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成27年１月１日
　至　平成27年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △200,001 △100,000

長期借入れによる収入 700,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △326,101 △452,868

社債の発行による収入 296,725 -

社債の償還による支出 - △100,200

株式の発行による収入 241,581 323,875

新株予約権の発行による収入 9,495 41,295

財務活動によるキャッシュ・フロー 721,700 112,102

現金及び現金同等物に係る換算差額 14,654 △5,102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,188,393 △377,758

現金及び現金同等物の期首残高 768,021 1,956,415

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,956,415 ※ 1,578,656
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況

　・連結子会社の数　　　　　　1社

　・連結子会社の名称　　　　　mobcast Korea inc.

 

２．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

 

３．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

その他有価証券

・時価のないもの

　　　移動平均法による原価法

　　　なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合の出資（金融商品取引法第２条第２項により

有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最

近の決算書類を基礎とし、その持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産

定率法によっております。

 

ロ．無形固定資産

自社利用のソフトウエア

ウェブを利用したサービス提供に係るものについてはライフサイクルに基づく償却方法（見込利

用可能期間２年）によっております。

また、その他の自社利用のソフトウエアについては定額法（見込利用可能期間５年）によっており

ます。

 

(3) 繰延資産の処理方法

株式交付費

支出時に全額費用として処理しております。

 

(4) 重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

 

ロ．賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上して

おります。
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(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。なお、在外子会社の資産及び負債は、在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定

に含めて計上しております。

 

(6）退職給付に係る会計処理の方法

連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額

を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

 

(7）のれんの償却方法及び償却期間

のれんは、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって均等償却を行っております。

 

(8）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

 

(9）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

 

（未適用の会計基準等）

・「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）

・「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日）

・「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日）

・「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号　平成25年９月13日）

・「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年

９月13日）

・「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号　平成25年９月13

日）

 

１．概要

　主な改正点は以下のとおりです。

支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動による差額は、資本剰余金として計上する方

法に改正されました。なお、改正前会計基準における「少数株主持分」について、当該会計基準等では、

「非支配株主持分」に変更されました。

　企業結合における取得関連費用は、発生した連結会計年度の費用として処理する方法に改正されました。

暫定的な会計処理の確定が企業結合年度の翌年度に行われた場合、企業結合年度の翌年度の連結財務諸表

と併せて企業結合年度の連結財務諸表を表示するときには、当該企業結合年度の連結財務諸表に暫定的な会

計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを反映される方法に改正されました。

改正前会計基準における「少数株主損益調整前当期純利益」について、当該会計基準等では「当期純利

益」に変更されました。これに伴い、改正前会計基準における「当期純利益」について、当該会計基準等で

は「親会社株主に帰属する当期純利益」に変更されました。

２．適用予定日

平成28年１月１日開始連結会計年度より適用予定です。

 

３．新しい会計基準等の適用による影響

連結財務諸表作成時において、連結財務諸表に与える影響は未定です。

 

・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準第26号　平成27年12月28日）

 

１．概要

　主な改正点は以下のとおりです。

繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の

判断に関する監査上の取扱い」の枠組み、すなわち企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の

計上額を見積もる枠組みを基本的に踏襲した上で、次の取扱いについて必要な見直しが行われております。

①（分類１）から（分類５）に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い
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②（分類２）及び（分類３）に係る分類の要件

③（分類２）に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減産一時差異に関する取扱い

④（分類３）に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関す

る取扱い

⑤（分類４）に係る分類の要件を満たす企業が（分類２）又は（分類３）に該当する場合の取扱い

２．適用予定日

平成29年１月１日開始連結会計年度より適用予定です。

 

３．新しい会計基準等の適用による影響

連結財務諸表作成時において、連結財務諸表に与える影響は検討中です。

 

（連結貸借対照表関係）

※　減価償却累計額には減損損失累計額が含まれています。
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（連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成26年１月１日
　　至　平成26年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成27年１月１日

　　至　平成27年12月31日）

賞与引当金繰入額 23,062千円 －千円

広告宣伝費 245,366 513,575

回収代行手数料 413,257 505,082

給与手当 174,033 284,037

 

※２　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成26年１月１日
至　平成26年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成27年１月１日
至　平成27年12月31日）

工具、器具及び備品 148千円 －千円

ソフトウエア 51,424 －

ソフトウエア仮勘定 41,359 65,795

計 92,931 65,795

 

※３　減損損失の内容は次のとおりであります。

　当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

前連結会計年度（自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日）

場所 用途 種類 減損損失額

東京都港区 事業用資産 ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定 61,921千円

大韓民国

京畿道城南市
事業用資産 ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定 14,784千円

 

当連結会計年度（自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日）

場所 用途 種類 減損損失額

東京都港区 事業用資産 ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定 191,209千円

東京都港区 事業用資産 のれん 9,629千円

大韓民国

京畿道城南市
事業用資産 ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定 49,762千円

大韓民国

京畿道城南市
事業用資産 建物附属設備 198千円

大韓民国

京畿道城南市
事業用資産 工具器具備品 1,606千円

大韓民国

京畿道城南市
事業用資産 のれん 619,056千円

　当社グループは、管理会計上の区分を最小の単位とし、資産のグルーピングを行っております。

　当社グループは、前連結会計年度及び当連結会計年度において、収益性の改善を目的に、収益計画が当

初の想定通りに進展していないコンテンツの配信見直しを行ったことから、当該コンテンツに係るソフト

ウエア及びソフトウエア仮勘定について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、また、ソラプス事業ののれ

んについては、今後の回収可能性が見込めないことから、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額

を減損損失として特別損失に計上いたしました。

のれんにつきましては、韓国事業撤退に伴い、全額を減損しております。

　なお、回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローが見込めないため

零と算定しております。

　なお、670,622千円は事業撤退損に含まれております。
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※４　事業撤退損の内容は次のとおりであります。

　当連結会計年度において、事業撤退損686,665千円を計上いたしました。これは、韓国事業の撤退に伴

うのれんの減損損失等によるものです。

 

（連結包括利益計算書関係）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
前連結会計年度

（自　平成26年１月１日
至　平成26年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成27年１月１日
至　平成27年12月31日）

その他有価証券評価差額金：   

当期発生額 － 45,378千円

組替調整額 － －

税効果調整前 － 45,378

税効果額 － △14,657

その他有価証券評価差額金 － 30,720

為替換算調整勘定：   

当期発生額 △14,547 14,657

組替調整額 － －

税効果調整前 △14,547 14,657

税効果額 － －

為替換算調整勘定 △14,547 14,657

その他の包括利益合計 △14,547 45,378
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度
期首株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 13,886,808 314,000 － 14,200,808

合計 13,886,808 314,000 － 14,200,808

自己株式     

普通株式 1,332 － － 1,332

合計 1,332 － － 1,332

（注）発行済株式の株式数の増加396,000株は、新株予約権の行使によるものであります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（千円）

当連結会計
年度期首

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社） 第20回新株予約権 普通株式 － 500,000 210,000 290,000 3,219

第21回新株予約権 普通株式 － 500,000  500,000 2,750

第22回新株予約権 普通株式 － 500,000  500,000 2,000

ストック・オプション

としての新株予約権
－ － － － － 7,564

合計 － － － － － 15,533

（注）第20回新株予約権の当連結会計年度減少は、新株予約権の行使によるものであります。

 

 

３．配当に関する事項

該当事項はありません。
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当連結会計年度（自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度
期首株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 14,200,808 396,000 － 14,596,808

合計 14,200,808 396,000 － 14,596,808

自己株式     

普通株式 1,332 － 1,332 －

合計 1,332 － 1,332 －

（注）発行済株式の株式数の増加314,000株は、新株予約権の行使によるものであります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（千円）

当連結会計
年度期首

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）
第20回新株予約権 普通株式 290,000 － 290,000 － －

第21回新株予約権 普通株式 500,000 － － 500,000 2,750

第22回新株予約権 普通株式 500,000 － － 500,000 2,000

ストック・オプション

としての新株予約権
－ － － － － 27,675

合計 － － － － － 32,425

（注）１．第20回新株予約権の当連結会計年度減少は、新株予約権の行使によるものであります。

　　　２．第24回新株予約権を平成27年１月６日付にて割当ていたしましたが、行使条件に該当しなくなった為、

　　　　　平成27年９月16日付で無償取得し、同日付で消却しております。

　　　３．ストック・オプションの内、第25回新株予約権の権利行使期間は、平成28年４月１日から平成33年１月５日迄

　　　　　となっております。

 

３．配当に関する事項

該当事項はありません。

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前連結会計年度

（自　平成26年１月１日
至　平成26年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成27年１月１日
至　平成27年12月31日）

現金及び預金勘定 1,956,415千円 1,578,656千円

現金及び現金同等物 1,956,415 1,578,656

 

　重要な非資金取引の内容

該当事項はありません。
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

　資金調達については資金計画・設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入や社債発行により調達

しております。資金運用については、市場リスクを回避するために定期預金以外の運用は行わず、また、

デリバティブ取引は行わない方針であります。

 

(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、信用調査

機関の情報や開示資料をもとに与信管理規程に基づき、与信限度額を設定しており、定期的に期日管理

及び残高管理を行うことで、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っておりま

す。　また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されてお

ります。

　債務である未払金、借入金及び社債は流動性リスクに晒されておりますが、投資計画等に基づき、適時

資金計画を策定し、金融環境等に応じて一定の手許流動性を維持することにより管理しております。

　長期借入金の一部及び社債は、変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されておりますが、毎月返

済予定表を作成し、取締役会に報告することで、借入金利の変動状況をモニタリングしております。

 

(3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採

用することで、当該価額が変動することもあります。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す

ることが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。

 

前連結会計年度（平成26年12月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 1,956,415 1,956,415 －

(2）売掛金 463,597 463,597 －

資産計 2,420,012 2,420,012 －

(3）短期借入金 100,000 100,000 －

(4）未払金 302,371 302,371 －

(5）未払法人税等 31,352 31,352 －

(6）長期借入金（１年内返済予定含む） 1,032,256 1,037,413 5,157

(7）社債（１年内償還予定含む） 300,000 300,000 －

負債計 1,765,979 1,771,137 5,157
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当連結会計年度（平成27年12月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 1,578,656 1,578,656 －

(2）売掛金 758,024 758,024 －

資産計 2,336,680 2,336,680 －

(3）短期借入金 － － －

(4）未払金 644,321 644,321 －

(5）未払法人税等 － － －

(6）長期借入金（１年内返済予定含む） 979,388 980,771 1,383

(7）社債（１年内償還予定含む） 199,800 199,800 －

負債計 1,823,509 1,824,892 1,383

 

（注）１．金融商品の時価の算定方法に関する事項

資　産

(1）現金及び預金、(2）売掛金

短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

 

負　債

(3）短期借入金、(4）未払金、(5）未払法人税等

すべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(6）長期借入金（１年内返済予定含む）、(7）社債（１年内償還予定含む）

　長期借入金等の時価については、変動金利によるものは、短期内での市場金利を反映することから、時価は

帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。

　固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入等を行った場合に想定される利率で割り引いた現

在価値により算定しております。なお、長期借入金及び社債の返済予定額の合計は「４．社債、短期借入金及

び長期借入金の連結決算日後の返済予定額」のとおりであります。

 

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）
 

区分
前連結会計年度

（平成26年12月31日）
当連結会計年度

（平成27年12月31日）

投資事業有限責任組合出資 78,934 111,889

非上場株式 50 50

投資有価証券合計（※） 78,984 111,939

（※）これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象

とはしておりません。

 

３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（平成26年12月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 1,956,415 － － －

売掛金 463,597 － － －

合計 2,420,012 － － －
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当連結会計年度（平成27年12月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 1,578,656 － － －

売掛金 709,780 48,244 － －

合計 2,288,436 48,244 － －

 

４．社債、短期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（平成26年12月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短期借入金 100,000 － － － － －

長期借入金 426,256 492,753 113,247 － － －

社債 100,200 100,200 99,600 － － －

合計 626,456 592,953 212,847 － － －

 

当連結会計年度（平成27年12月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

長期借入金 637,625 272,419 69,344 － － －

社債 100,200 99,600 － － － －

合計 737,825 372,019 69,344 － － －

 

（有価証券関係）

　その他有価証券は、すべて市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であるため記載を省略してお

ります。

 

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。
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（退職給付関係）

前連結会計年度（自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

連結子会社mobcast Korea inc.において、現地法令に基づいた退職金規定により確定給付型の退職一時金

制度を採用しております。

 

２．確定給付制度

（1）簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

退職給付に係る負債の期首残高 7,980千円

退職給付費用 9,923

退職給付の支払額 △11,579

為替換算調整勘定 885

退職給付に係る負債の期末残高 7,209

 

（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付

に係る資産の調整表

非積立型制度の退職給付債務 7,209千円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 7,209

 

退職給付に係る負債 7,209千円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 7,209

 

（3）退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用　　　9,923千円
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当連結会計年度（自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

連結子会社mobcast Korea inc.において、現地法令に基づいた退職金規定により確定給付型の退職一時金

制度を採用しております。

 

２．確定給付制度

（1）簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

退職給付に係る負債の期首残高 7,209千円

退職給付費用 11,132

退職給付の支払額 △18,171

為替換算調整勘定 △170

退職給付に係る負債の期末残高 －

 

（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付

に係る資産の調整表

非積立型制度の退職給付債務 －千円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 －

 

退職給付に係る負債 －千円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 －

 

（3）退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用　　　11,132千円
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（ストック・オプション等関係）

１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

（単位：千円）
 

 
前連結会計年度

（自　平成26年１月１日
至　平成26年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成27年１月１日
至　平成27年12月31日）

売上原価 9,870 －

販売費及び一般管理費 53,675 －

 

２．権利不行使による失効により利益として計上した金額

（単位：千円）
 

 
前連結会計年度

（自　平成26年１月１日
至　平成26年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成27年１月１日
至　平成27年12月31日）

特別利益の新株予約権戻入益 206,090 23,684

 

３．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

（1）ストック・オプションの内容
 

 第５回新株予約権 第11回新株予約権 第12回新株予約権

付与対象者の区分

及び人数

当社の取締役　　－名

当社の監査役　　－名

当社の従業員　　－名

外部協力者　　　２名

当社の取締役　　１名

当社の監査役　　－名

当社の従業員　　３名

外部協力者　　　－名

当社の取締役　　３名

当社の監査役　　－名

当社の従業員　　－名

外部協力者　　　－名

株式の種類別のス

トック・オプショ

ンの数（注）

普通株式　　2,000株 普通株式　15,000株 普通株式　75,000株

付与日 平成17年８月24日 平成22年８月31日 平成23年５月31日

権利確定条件

権利確定条件は付されておりま

せん。なお、権利行使時におい

て当社の取締役、監査役及び従

業員並びに外部協力者の地位に

あることを要します。その他の

条件については新株予約権者と

締結する「新株予約権割当契約

書」に定めております。

権利確定条件は付されておりま

せん。なお、権利行使時におい

て当社の取締役、監査役及び従

業員並びに外部協力者の地位に

あることを要します。その他の

条件については新株予約権者と

締結する「新株予約権割当契約

書」に定めております。

権利確定条件は付されておりま

せん。なお、権利行使時におい

て当社の取締役、監査役及び従

業員並びに外部協力者の地位に

あることを要します。その他の

条件については新株予約権者と

締結する「新株予約権割当契約

書」に定めております。

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。

権利行使期間
自　平成18年４月１日

至　平成27年３月31日

自　平成24年８月31日

至　平成28年６月30日

自　平成25年６月１日

至　平成28年６月30日

 

EDINET提出書類

株式会社モブキャスト(E26596)

有価証券報告書

68/96



 

 第13回新株予約権 第14回新株予約権 第16回新株予約権

付与対象者の区分

及び人数

当社の取締役　　－名

当社の監査役　　２名

当社の従業員　　－名

外部協力者　　　－名

当社の取締役　　５名

当社の監査役　　－名

当社の従業員　　28名

外部協力者　　　－名

当社の取締役　　－名

当社の監査役　　－名

当社の従業員　　25名

外部協力者　　　－名

株式の種類別のス

トック・オプショ

ンの数（注）

普通株式　10,000株 普通株式　326,000株 普通株式　82,000株

付与日 平成23年５月31日 平成23年８月31日 平成24年４月30日

権利確定条件

権利確定条件は付されておりま

せん。なお、権利行使時におい

て当社の取締役、監査役及び従

業員並びに外部協力者の地位に

あることを要します。その他の

条件については新株予約権者と

締結する「新株予約権割当契約

書」に定めております。

権利確定条件は付されておりま

せん。なお、権利行使時におい

て当社の取締役、監査役及び従

業員並びに外部協力者の地位に

あることを要します。その他の

条件については新株予約権者と

締結する「新株予約権割当契約

書」に定めております。

権利確定条件は付されておりま

せん。なお、権利行使時におい

て当社の取締役、監査役及び従

業員並びに外部協力者の地位に

あることを要します。その他の

条件については新株予約権者と

締結する「新株予約権割当契約

書」に定めております。

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。

権利行使期間
自　平成25年６月１日

至　平成28年６月30日

自　平成25年９月１日

至　平成29年12月31日

自　平成26年５月１日

至　平成30年12月31日
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 第23回新株予約権 第24回新株予約権 第25回新株予約権

付与対象者の区分

及び人数

当社の取締役　　－名

当社の監査役　　－名

当社の従業員　　69名

子会社の従業員　10名

外部協力者　　　－名

当社の取締役　　３名

当社の監査役　　－名

当社の従業員　　２名

子会社の従業員　－名

外部協力者　　　－名

当社の取締役　　５名

当社の監査役　　－名

当社の従業員　　９名

子会社の従業員　－名

外部協力者　　　－名

株式の種類別のス

トック・オプショ

ンの数（注）

普通株式　312,100株 普通株式　248,000株 普通株式　205,000株

付与日 平成26年７月３日 平成27年１月６日 平成27年７月６日

権利確定条件

権利行使時において当社グルー

プの取締役、監査役及び従業員

並びに外部協力者の地位にある

ことを要します。また、平成26

年12月期から平成27年12月期ま

でのいずれかの期の営業利益に

ついて、下記（a）、（b）、

（c）及び（d）に掲げる各条件

を充たした場合、各新株予約権

者に割り当てられた新株予約権

のうち、それぞれ定められた割

合の個数を、当該条件を充たし

た期の有価証券報告書の提出日

の翌月１日から行使することが

できます。なお、行使可能な新

株予約権の数に１個未満の端数

が生じる場合は、これを切り捨

てた数とします。

(a)５億円を超過した場合　割

り当てられた新株予約権の30％

(b)10億円を超過した場合　割

り当てられた新株予約権の50％

(c)15億円を超過した場合　割

り当てられた新株予約権の80％

(d)20億円を超過した場合　割

り当てられた新株予約権の

100％

なお、上記（a）、（b）、

（c）及び（d）における営業利

益の判定においては、当社の有

価証券報告書に記載される損益

計算書（連結損益計算書を作成

している場合、連結損益計算

書）の数値を用いるものとし、

適用される会計基準の変更等に

より参照すべき営業利益の概念

に重要な変更があった場合に

は、当社は合理的な範囲内にお

いて、別途参照すべき適正な指

標を取締役会にて定めるものと

します。その他の条件について

は新株予約権者と締結する「新

株予約権割当契約書」に定めて

おります。

権利行使時において当社グルー

プの取締役、監査役及び従業員

並びに外部協力者の地位にある

ことを要します。また、平成26

年12月期から平成27年12月期ま

でのいずれかの期の営業利益に

ついて、下記（a）、（b）、

（c）及び（d）に掲げる各条件

を充たした場合、各新株予約権

者に割り当てられた新株予約権

のうち、それぞれ定められた割

合の個数を、当該条件を充たし

た期の有価証券報告書の提出日

の翌月１日から行使することが

できます。なお、行使可能な新

株予約権の数に１個未満の端数

が生じる場合は、これを切り捨

てた数とします。

(a)５億円を超過した場合　割

り当てられた新株予約権の30％

(b)10億円を超過した場合　割

り当てられた新株予約権の50％

(c)15億円を超過した場合　割

り当てられた新株予約権の80％

(d)20億円を超過した場合　割

り当てられた新株予約権の

100％

なお、上記（a）、（b）、

（c）及び（d）における営業利

益の判定においては、当社の有

価証券報告書に記載される損益

計算書（連結損益計算書を作成

している場合、連結損益計算

書）の数値を用いるものとし、

適用される会計基準の変更等に

より参照すべき営業利益の概念

に重要な変更があった場合に

は、当社は合理的な範囲内にお

いて、別途参照すべき適正な指

標を取締役会にて定めるものと

します。その他の条件について

は新株予約権者と締結する「新

株予約権割当契約書」に定めて

おります。

権利行使時において当社グルー

プの取締役、監査役及び従業員

並びに外部協力者の地位にある

ことを要します。また、平成27

年12月期から平成28年12月期ま

でのいずれかの期の営業利益に

ついて、下記（a）、（b）、

（c）及び（d）に掲げる各条件

を充たした場合、各新株予約権

者に割り当てられた新株予約権

のうち、それぞれ定められた割

合の個数を、当該条件を充たし

た期の有価証券報告書の提出日

の翌月１日から行使することが

できます。なお、行使可能な新

株予約権の数に１個未満の端数

が生じる場合は、これを切り捨

てた数とします。

(a)５億円を超過した場合　割

り当てられた新株予約権の15％

(b)10億円を超過した場合　割

り当てられた新株予約権の50％

(c)15億円を超過した場合　割

り当てられた新株予約権の80％

(d)20億円を超過した場合　割

り当てられた新株予約権の

100％

なお、上記（a）、（b）、（

c）及び（d）における営業利益

の判定においては、当社の有価

証券報告書に記載される損益計

算書（連結損益計算書を作成し

ている場合、連結損益計算書）

の数値を用いるものとし、適用

される会計基準の変更等により

参照すべき営業利益の概念に重

要な変更があった場合には、当

社は合理的な範囲内において、

別途参照すべき適正な指標を取

締役会にて定めるものとしま

す。その他の条件については新

株予約権者と締結する「新株予

約権割当契約書」に定めており

ます。

対象勤務期間
自　平成26年７月３日

至　平成27年４月１日

自　平成27年１月６日

至　平成27年４月１日

自　平成27年７月６日

至　平成28年４月１日

権利行使期間
自　平成27年４月１日

至　平成32年７月２日

自　平成27年４月１日

至　平成32年７月２日

自　平成28年４月１日

至　平成33年１月５日

（注）平成24年３月８日付株式分割（１株につき500株の割合）及び平成25年６月１日付株式分割（１株につき２株の割

合）による分割後の株数に換算して記載しております。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（平成27年12月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オ

プションの数については、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 第５回新株予約権 第11回新株予約権 第12回新株予約権

権利確定前　　　　　（株）    

前連結会計年度末 － － －

付与 － － －

失効 － － －

権利確定 － － －

未確定残 － － －

権利確定後　　　　　（株）    

前連結会計年度末 2,000 5,000 25,000

権利確定 － － －

権利行使 － 5,000 25,000

失効 2,000 － －

未行使残 － － －

 

 第13回新株予約権 第14回新株予約権 第16回新株予約権

権利確定前　　　　　（株）    

前連結会計年度末 － － －

付与 － － －

失効 － － －

権利確定 － － －

未確定残 － － －

権利確定後　　　　　（株）    

前連結会計年度末 5,000 91,000 56,000

権利確定 － － －

権利行使 5,000 41,000 30,000

失効 － 1,000 －

未行使残 － 49,000 26,000

 

 第23回新株予約権 第24回新株予約権 第25回新株予約権

権利確定前　　　　　（株）    

前連結会計年度末 70,700 － －

付与 － 248,000 205,000

失効 70,700 － －

権利確定 － 248,000 －

未確定残 － － 205,000

権利確定後　　　　　（株）    

前連結会計年度末 － － －

権利確定 － 248,000 －

権利行使 － － －

失効 － 248,000 －

未行使残 － － －
 
（注）平成24年３月８日付株式分割（１株につき500株の割合）及び平成25年６月１日付株式分割（１株につき２株の割

合）による分割後の株数に換算して記載しております。
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②　単価情報

 第５回新株予約権 第11回新株予約権 第12回新株予約権

権利行使価格　　　　　　　　（円） 65 55 55

行使時平均株価　　　　　　　（円） － 764 1,307

付与日における公正な評価単価（円） － － －

 

 第13回新株予約権 第14回新株予約権 第16回新株予約権

権利行使価格　　　　　　　　（円） 55 110 400

行使時平均株価　　　　　　　（円） 864 755 794

付与日における公正な評価単価（円） － － －

 

 第23回新株予約権 第24回新株予約権 第25回新株予約権

権利行使価格　　　　　　　　（円） 1,086 881 1,112

行使時平均株価　　　　　　　（円） － － －

付与日における公正な評価単価（円） 107 65 135

 

（注）平成24年３月８日付株式分割（１株につき500株の割合）及び平成25年６月１日付株式分割（１株につき２株の割

合）による分割後の株数に換算して記載しております。
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４．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　当連結会計年度において付与された新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであ

ります。

(1) 第24回新株予約権

　①使用した評価方法：モンテカルロ・シミュレーション方式

　②主な基礎数値及び見積方法

　株価変動性：82.80％

　配当率：0.00％

　無リスク利子率：0.078％

　予想残存期間：5.5年

(2) 第25回新株予約権

　①使用した評価方法：モンテカルロ・シミュレーション方式

　②主な基礎数値及び見積方法

　株価変動性：82.78％

　配当率：0.00％

　無リスク利子率：0.143％

　予想残存期間：5.5年

 

 

５．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用

しております。

 

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度

（平成26年12月31日）
 

当連結会計年度
（平成27年12月31日）

繰延税金資産    

減損損失 94,186千円 128,313千円

減価償却超過額 51,892  49,170

前受金 15,973  12,550

繰越欠損金 82,380  303,442

賞与引当金 15,337  －

事業撤退損 37,979  34,406

退職給付に係る負債 1,427  －

投資有価証券評価損 6,925  6,276

違約金等 25,216  14,254

未払事業税等 3,789  1,487

未実現利益 2,096  558

その他 7,216  6,084

繰延税金資産小計 344,423  556,544

評価性引当額 △92,733  △556,544

繰延税金資産合計 251,689  －

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金 -  △14,657

繰延税金負債合計 -  △14,657

繰延税金資産負債の純額 251,689  △14,657
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

 
前連結会計年度

（平成26年12月31日）
 

当連結会計年度
（平成27年12月31日）

法定実効税率 38.01 ％  － ％

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.85  －

新株予約権戻入益 △29.61  －

株式報酬費用 9.13  －

税額控除 △0.67  －

のれん償却額等 11.28  －

税率変更による影響 4.96  －

評価性引当額の増減 △39.22  －

繰越欠損金の期限切れ 40.04  －

子会社との税率差異 4.27  －

その他 0.50  －

税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.54  －

（注）当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開始する連結会計年度か

ら法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算

に使用する法定実効税率は従来の35.64％から、平成28年１月１日に開始する連結会計年度に解消が見込ま

れる一時差異については33.06％になり、平成29年１月１日以後に開始する連結会計年度に解消が見込まれ

る一時差異については32.30％にそれぞれ変更されております。

　この税率変更による影響額は軽微であります。

 

（資産除去債務関係）

　当社グループは本社事務所の不動産賃借契約に基づき、事務所の退去時における原状回復に係る債務を有し

ておりますが、その計上は敷金及び保証金を減額する方法によっております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは、モバイルゲーム事業及びソーシャルマーケティング事業がありますが、ソーシャルマーケ

ティング事業の重要性が乏しいと考えられるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前連結会計年度（自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

サービス別

当連結会計年度
（自　平成26年１月１日
　至　平成26年12月31日）

売上高 前連結会計年度比（％）

 ソーシャルゲームサービス 3,766,518 74.2％

 ソーシャルメディアサービス 52,069 50.6％

合計 3,818,587 73.7％

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
 
 

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）
 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

テレコムクレジット株式会社 828,790 モバイルゲーム事業

株式会社ＮＴＴドコモ 567,053 モバイルゲーム事業

ＫＤＤＩ株式会社 464,015 モバイルゲーム事業

株式会社ウェブマネー 428,512 モバイルゲーム事業
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当連結会計年度（自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

サービス別

当連結会計年度
（自　平成27年１月１日
　至　平成27年12月31日）

売上高 前連結会計年度比（％）

モバイルゲーム事業   

　ソーシャルゲームサービス 3,884,495 103.1％

　ソーシャルメディアサービス 12,539 24.1％

モバイルゲーム事業計 3,897,034 102.1％

その他 16,089 －

合計 3,913,124 102.5％

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
 
 

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）
 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

テレコムクレジット株式会社 702,058 モバイルゲーム事業

グーグル・ペイメント株式会社 476,716 モバイルゲーム事業

Ａｐｐｌｅ　Ｉｎｃ. 394,934 モバイルゲーム事業

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日）

   （単位：千円）

 
モバイルゲーム

事業
計 その他 全社・消去

連結財務諸表
計上額

減損損失 76,705 76,705 － － 76,705

 

当連結会計年度（自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日）

   （単位：千円）

 
モバイルゲーム

事業
計 その他 全社・消去

連結財務諸表
計上額

減損損失 861,832 861,832 － 9,629 871,461

なお、670,622千円は、事業撤退損に含まれております。
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【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日）

    （単位：千円）

 
モバイルゲーム

事業
計 その他 全社・消去

連結財務諸表
計上額

当期償却額 － － － 37,302 37,302

当期末残高 － － － 659,046 659,046

 

当連結会計年度（自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日）

    （単位：千円）

 
モバイルゲーム

事業
計 その他 全社・消去※

連結財務諸表
計上額※

当期償却額 － － － 659,046 659,046

当期末残高 － － － － －

※「会社・消去」及び「連結財務諸表計上額」のうち、619,056千円は、事業撤退損として計上しております。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　該当事項はありません。

 

【関連当事者情報】

　関連当事者との取引

(1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

 

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

前連結会計年度（自　平成27年１月１日　至　平成26年12月31日）

重要性が乏しいため記載を省略しております。

 

当連結会計年度（自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日）

重要性が乏しいため記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

 
前連結会計年度

（自　平成26年１月１日
至　平成26年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成27年１月１日
至　平成27年12月31日）

１株当たり純資産額 156.19円 64.08円

１株当たり当期純利益金額又は

１株当たり当期純損失金額（△）
11.02円 △114.30円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 10.87円 －円

（注）１．当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当た

り当期純損失金額であるため記載しておりません。

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成26年12月31日）
当連結会計年度

（平成27年12月31日）

純資産の部の合計額（千円） 2,233,406 967,880

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 15,533 32,425

（うち新株予約権（千円）） （15,533） （32,425）

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 2,217,872 935,455

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普

通株式の数（株）
14,199,476 14,596,808

４．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成26年１月１日
至　平成26年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成27年１月１日
至　平成27年12月31日）

１株当たり当期純利益金額又は

１株当たり当期純損失金額（△）
  

当期純利益金額又は当期純損失金額(△)(千円) 154,641 △1,658,257

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益金額又は

当期純損失金額（△)(千円）
154,641 △1,658,257

期中平均株式数（株） 14,033,626 14,507,919

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 198,378 －

（うち新株予約権（株）） (198,378) －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった

潜在株式の概要

第20回新株予約権（2,900個）

第21回新株予約権（5,000個）

第22回新株予約権（5,000個）

詳細は「第4提出会社の状況 1

株式等の状況 (2)新株予約権等

の状況」に記載のとおりであり

ます。

－

 

EDINET提出書類

株式会社モブキャスト(E26596)

有価証券報告書

78/96



（重要な後発事象）

該当事項はありません。

⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名 銘柄 発行年月日
当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

利率

(％)
担保 償還期限

㈱モブキャスト 第１回無担保社債 平成26年９月17日
300,000

(100,200)

199,800

(100,200)
0.25 なし 平成29年９月29日

合計 － －
300,000

(100,200)

199,800

(100,200)
－ － －

（注）１．当期末残高欄の（　）内の金額は、１年以内の償還予定額であります。

２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内

(千円)

１年超２年以内

(千円)

２年超３年以内

(千円)

３年超４年以内

(千円)

４年超５年以内

(千円)

100,200 99,600 － － －

 

 

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 100,000 － 1.1 －

１年以内に返済予定の長期借入金 426,256 637,625 0.9 －

１年以内に返済予定のリース債務 － － － －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 606,000 341,763 0.9 平成29年～30年

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） － － － －

その他有利子負債 －
－

 
－ －

合計 1,132,256 979,388 － －

（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとお

りであります。

 
１年超２年以内

（千円）
２年超３年以内

（千円）
３年超４年以内

（千円）
４年超５年以内

（千円）

長期借入金 272,419 69,344 － －

 

【資産除去債務明細表】

　該当事項はありません。
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（２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高（千円） 848,885 1,768,835 2,968,795 3,913,124

税金等調整前四半期（当期）純損失金額（△）

（千円）
△49,153 △144,617 △617,184 △1,408,597

四半期（当期）純損失金額（△）（千円） △55,566 △127,408 △683,564 △1,658,257

１株当たり四半期（当期）純損失金額（△）

（円）
△3.88 △8.82 △47.20 △114.30

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純損失金額（△）（円） △3.88 △4.93 △38.18 △58.06
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成26年12月31日)
当事業年度

(平成27年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,784,289 1,551,468

売掛金 462,289 757,162

前払費用 131,851 99,634

繰延税金資産 84,073 －

その他 4,895 37,622

貸倒引当金 △472 △233

流動資産合計 2,466,928 2,445,655

固定資産   

有形固定資産   

建物 22,288 19,769

工具、器具及び備品 30,175 32,646

有形固定資産合計 52,463 52,416

無形固定資産   

のれん 12,037 －

ソフトウエア 254,716 148,564

ソフトウエア仮勘定 279,275 93,072

特許権 626 499

商標権 1,595 1,523

その他 1,060 794

無形固定資産合計 549,312 244,455

投資その他の資産   

投資有価証券 78,984 111,939

関係会社株式 667,721 －

関係会社長期貸付金 382,614 298,815

長期前払費用 2,835 1,215

敷金 75,550 74,270

破産更生債権等 6,300 6,300

繰延税金資産 167,616 －

その他 230 8,407

貸倒引当金 △6,300 △307,107

投資その他の資産合計 1,375,552 193,841

固定資産合計 1,977,328 490,713

資産合計 4,444,256 2,936,368
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成26年12月31日)
当事業年度

(平成27年12月31日)

負債の部   

流動負債   

短期借入金 100,000 －

1年内償還予定の社債 100,200 100,200

1年内返済予定の長期借入金 426,256 637,625

未払金 296,497 631,635

未払費用 21,350 24,035

未払法人税等 31,352 －

未払消費税等 80,536 －

前受金 45,160 99,998

預り金 14,987 19,419

賞与引当金 43,033 －

流動負債合計 1,159,374 1,512,914

固定負債   

社債 199,800 99,600

長期借入金 606,000 341,763

繰延税金負債 － 14,657

固定負債合計 805,800 456,020

負債合計 1,965,174 1,968,934

純資産の部   

株主資本   

資本金 818,483 983,300

資本剰余金   

資本準備金 652,033 816,850

その他資本剰余金 116,929 116,112

資本剰余金合計 768,963 932,963

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 877,746 △1,011,976

利益剰余金合計 877,746 △1,011,976

自己株式 △1,645 －

株主資本合計 2,463,548 904,287

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － 30,720

評価・換算差額等合計 － 30,720

新株予約権 15,533 32,425

純資産合計 2,479,082 967,433

負債純資産合計 4,444,256 2,936,368
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②【損益計算書】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(自　平成26年１月１日
　至　平成26年12月31日)

当事業年度
(自　平成27年１月１日
　至　平成27年12月31日)

売上高 ※１ 3,719,363 ※１ 3,903,694

売上原価 ※１ 2,019,841 ※１ 2,287,478

売上総利益 1,699,521 1,616,216

販売費及び一般管理費 ※１,※２ 1,301,071 ※２ 1,929,871

営業利益又は営業損失（△） 398,449 △313,655

営業外収益   

受取利息 ※１ 1,860 423

撤退事業関連収益 － 7,429

投資事業組合運用益 － 2,102

還付加算金 4,786 －

その他 333 1,399

営業外収益合計 6,980 11,355

営業外費用   

支払利息 10,989 10,506

為替差損 3,733 －

株式交付費 10,390 3,340

社債発行費 3,274 －

投資事業組合運用損 3,077 －

その他 807 4,022

営業外費用合計 32,274 17,868

経常利益又は経常損失（△） 373,155 △320,168

特別利益   

抱合せ株式消滅差益 24,276 －

新株予約権戻入益 206,090 23,684

特別利益合計 230,367 23,684

特別損失   

固定資産除却損 ※３ 29,929 ※３ 65,795

減損損失 61,920 203,791

事業撤退損 － 300,807

違約金等 122,406 7,663

子会社株式評価損 － 765,520

特別損失合計 214,257 1,343,579

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 389,265 △1,640,062

法人税、住民税及び事業税 25,389 1,889

法人税等還付税額 － △3,918

法人税等調整額 78,276 251,689

法人税等合計 103,665 249,660

当期純利益又は当期純損失（△） 285,600 △1,889,723
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【売上原価明細書】

区分

前事業年度
（自　平成26年１月１日
至　平成26年12月31日）

当事業年度
（自　平成27年１月１日
至　平成27年12月31日）

注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　労務費  317,200 15.7  365,495 16.0

Ⅱ　外注費  154,538 7.7  239,833 10.5

Ⅲ　諸経費 ※ 1,548,102 76.6 ※ 1,682,149 73.5

　　売上原価  2,019,841 100.0  2,287,478 100.0

 

（注）※諸経費の主な内訳は、次の通りであります。

 
 
 

前事業年度
（自　平成26年１月１日
至　平成26年12月31日）

当事業年度
（自　平成27年１月１日
至　平成27年12月31日）

支払手数料 793,814千円 719,035千円
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日）

       （単位：千円）

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

 
資本準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計
 

繰越利益
剰余金

当期首残高 695,643 529,517 116,929 646,447 592,146 592,146 △1,645 1,932,592

当期変動額         

新株の発行 122,840 122,515  122,515    245,356

当期純利益     285,600 285,600  285,600

自己株式の処分        －

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

        

当期変動額合計 122,840 122,515 － 122,515 285,600 285,600 － 530,956

当期末残高 818,483 652,033 116,929 768,963 877,746 877,746 △1,645 2,463,548

 

     
 評価・換算差額等

新株予約権
純資産
合計 

その他有価
証券評価差

額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 － － 141,966 2,074,559

当期変動額     

新株の発行    245,356

当期純利益    285,600

自己株式の処分    －

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

  △126,433 △126,433

当期変動額合計 － － △126,433 404,523

当期末残高 － － 15,533 2,479,082

 

EDINET提出書類

株式会社モブキャスト(E26596)

有価証券報告書

85/96



当事業年度（自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日）

       （単位：千円）

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

 
資本準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計
 

繰越利益
剰余金

当期首残高 818,483 652,033 116,929 768,963 877,746 877,746 △1,645 2,463,548

当期変動額         

新株の発行 164,817 164,817  164,817    329,634

当期純損失     △1,889,723 △1,889,723  △1,889,723

自己株式の処分   △817 △817   1,645 828

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

        

当期変動額合計 164,817 164,817 △817 163,999 △1,889,723 △1,889,723 1,645 △1,559,260

当期末残高 983,300 816,850 116,112 932,963 △1,011,976 △1,011,976 － 904,287

 

     
 評価・換算差額等

新株予約権
純資産
合計 

その他有価
証券評価差

額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 － － 15,533 2,479,082

当期変動額     

新株の発行    329,634

当期純損失    △1,889,723

自己株式の処分    828

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

30,720 30,720 16,891 47,612

当期変動額合計 30,720 30,720 16,891 △1,511,648

当期末残高 30,720 30,720 32,425 967,433
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．資産の評価基準及び評価方法

その他有価証券

・時価のないもの

移動平均法による原価法

　なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合の出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証

券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書類

を基礎とし、その持ち分相当額を純額で取り込む方法によっております。

 

２．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産

定率法によっております。

 

（2）無形固定資産

自社利用のソフトウエア

　ウェブを利用したサービス提供に係るものについてはライフサイクルに基づく償却方法（見込利用可

能期間２年）によっております。

また、その他の自社利用ソフトウエアについては定額法（見込利用可能期間５年）によっております。

 

（3）長期前払費用

定額法によっております。

 

３．引当金の計上基準

（1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

 

（2）賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込み額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しておりま

す。

 

４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（1）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

 

（2）繰延資産の処理方法

イ．株式交付費

支出時に全額費用として処理しております。

 

（3）外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により換算し、為替差額は損益として処理しておりま

す。

 

（4）のれんの償却方法及び償却期間

のれんは、５年間の均等償却を行っております。

 

 

（貸借対照表関係）

前事業年度

該当事項はありません。

 

当事業年度

該当事項はありません。
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（損益計算書関係）

※１．関係会社との取引高は次のとおりであります。

 

前事業年度

（自　平成26年１月１日

至　平成26年12月31日）

当事業年度

（自　平成27年１月１日

至　平成27年12月31日）

売上高 24,810千円 1,112千円

仕入高 4,435 18,345

販売費及び一般管理費 2,937 －

営業取引以外の取引 472 －

 

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度49％、当事業年度50％、一般管理費に属する費用の

おおよその割合は前事業年度51％、当事業年度50％であります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

前事業年度

（自　平成26年１月１日

至　平成26年12月31日）

当事業年度

（自　平成27年１月１日

至　平成27年12月31日）

役員報酬 96,042千円 101,834千円

給料及び手当 166,302 271,668

広告宣伝費 237,306 463,488

減価償却費 20,346 19,491

貸倒引当金繰入額 472 △239

賞与引当金繰入額 25,044 －

回収代行手数料 390,762 502,040

 

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

前事業年度（自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日）

　固定資産除却損は、ソフトウエア29,929千円であります。

 

当事業年度（自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日）

　固定資産除却損は、ソフトウエア仮勘定65,795千円であります。

 

（有価証券関係）

前事業年度（平成26年12月31日）

　関係会社株式（貸借対照表計上額　子会社株式667,721千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが

極めて困難と認められることから、記載しておりません。

 

当事業年度（平成27年12月31日）

　関係会社株式（貸借対照表計上額　子会社株式－千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて

困難と認められることから、記載しておりません。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（平成26年12月31日）
 

当事業年度
（平成27年12月31日）

繰延税金資産    

減損損失 94,186千円 128,313千円

減価償却超過額 51,888  49,170

前受金 15,973  12,550

繰越欠損金 35,934  218,666

賞与引当金 15,337  －

子会社株式評価損 －  247,263

事業撤退損 37,979  32,933

投資有価証券評価損 6,925  6,276

違約金等 25,216  14,254

未払事業税等 3,789  1,487

貸倒引当金 －  99,195

その他 7,216  2,862

繰延税金資産小計 294,449  812,973

評価性引当額 △42,759  △812,973

繰延税金資産合計 251,689  －

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金 －千円 △14,657千円

繰延税金負債合計 －  △14,657

繰延税金資産負債の純額 251,689  △14,657

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異となっ

た項目別の内訳

 
前事業年度

（平成26年12月31日）
 

当事業年度
（平成27年12月31日）

法定実効税率 38.01 ％   －

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.93  －

株式報酬費用 6.20  －

新株予約権戻入益 △20.12  －

抱合せ株式消滅差益 △2.37  －

税額控除 △0.45  －

税率変更による影響 3.37  －

評価性引当額の増減 △0.42  －

その他 0.48  －

税効果会計適用後の法人税等の負担率 26.63  －

（注）当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開始する事業会計年度か

ら法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算

に使用する法定実効税率は従来の35.64％から、平成28年１月１日に開始する事業会計年度に解消が見込ま

れる一時差異については33.06％になり、平成29年１月１日以後に開始する事業会計年度に解消が見込まれ

る一時差異については32.30％にそれぞれ変更されております。

　この税率変更による影響額は軽微であります。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社モブキャスト(E26596)

有価証券報告書

89/96



④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高
減価償却
累計額

有形

固定資産

建物 22,288 2,047 － 4,565 19,769 16,019

工具、器具及び備品 30,175 13,507 － 11,036 32,646 43,898

計 52,463 15,554 － 15,601 52,416 59,917

無形

固定資産

のれん 12,037 －
9,629

(9,629)
2,407 － －

ソフトウエア 254,716 428,244
174,472

(174,472)
359,923 148,564 －

ソフトウエア仮勘定 279,275 325,059
511,262

(19,021)
－ 93,072 －

特許権 626 － － 127 499 －

商標権 1,595 894
668

(668)
298 1,523 －

その他 1,060 672 938 － 794 －

計 549,312 754,871
696,971

(203,791)
362,757 244,455 －

（注）１．当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

　ソフトウエア
　増加額 　ゲームコンテンツプログラムの完成 428,244

　減少額 　ゲームコンテンツプログラムの配信終了 174,472

　ソフトウエア仮勘定

　増加額 　ゲームコンテンツプログラムの開発 325,059

　減少額

　ゲームコンテンツプログラムの完成によるソフ

トウエアへの振替
426,445

　追加開発途中のゲームコンテンツプログラムの

配信終了
19,021

　開発中止による除却 65,795

（注）２．当期減少額のうち、（　）内の金額は、減損損失の計上額であります。

 

 

【引当金明細表】

（単位：千円）

区分 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸倒引当金 6,772 301,040 472 307,340

賞与引当金 43,033 － 43,033 －

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

（３）【その他】

該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 毎年１月１日から12月31日まで

定時株主総会 毎事業年度終了後３ヶ月以内

基準日 12月31日

剰余金の配当の基準日
６月30日

12月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行　全国各支店

買取手数料 無料

公告掲載方法

電子公告の方法により行います。

ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすること

ができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。なお、電子

公告は当社ホームページに掲載しており、そのアドレスは以下のとおりであり

ます。

公告掲載URL http://mobcast.co.jp/

株主に対する特典 該当事項はありません。

（注）当社の株主は、その所有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定款

に定めております。

(1）会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2）会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

(3）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２【その他の参考情報】

　当連結会計年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

　　第11期（自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日）平成27年３月26日　関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

　　平成27年３月26日　関東財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

　第12期第１四半期（自　平成27年１月１日　至　平成27年３月31日）平成27年５月15日　関東財務局長に提出

　第12期第２四半期（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）平成27年８月７日　関東財務局長に提出

　第12期第３四半期（自　平成27年７月１日　至　平成27年９月30日）平成27年11月13日　関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書及び確認書

　平成27年３月26日に関東財務局長に提出

　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第９項第２号の２の規定に基づく臨時報告書であります。

     (5) 訂正有価証券報告書及び確認書

　　　　　平成27年５月15日に関東財務局長に提出

　　　　　訂正有価証券報告書（第11期の有価証券報告書の訂正報告書）及び当該報告書に係る確認書でありま

　　　　　す。

　　　(6) 訂正四半期報告書及び確認書

　　　　　平成27年５月15日に関東財務局長に提出

　　　　　訂正四半期報告書（第11期第２四半期報告書の訂正報告書）及び当該報告書に係る確認書であります。

　　　(7) 臨時報告書

　　　　　平成27年６月17日に関東財務局長に提出

　　　　　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定に基づく臨時報告書であります。

　　　(8) 臨時報告書

　　　　　平成27年11月12日に関東財務局長に提出

　　　　　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書であります。

　　　(9) 臨時報告書

　　　　　平成28年２月10日に関東財務局長に提出

　　　　　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 

　該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

 

 平成28年３月25日

株式会社モブキャスト  

 取締役会御中  

 

 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ  

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 齊藤　浩司

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 寺田　聡司

 

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社モブキャストの平成27年１月１日から平成27年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連

結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連

結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社モブキャスト及び連結子会社の平成27年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社モブキャストの平成

27年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、株式会社モブキャストが平成27年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記

の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財

務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提

出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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 独立監査人の監査報告書  

 

 平成28年３月25日

株式会社モブキャスト  

 取締役会御中  

 

 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ  

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 齊藤　浩司

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 寺田　聡司

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社モブキャストの平成27年１月１日から平成27年12月31日までの第12期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

モブキャストの平成27年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提

出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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